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平成２６年第２回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第３日目（平成２６年６月１３日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前 ９時５６分 開議）

開 議 宣 告

○議長（山崎数彦君） おはようございます。

ただいま出席している議員は８名であります。定足数を満たしておりますので、これより本

日の会議を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（山崎数彦君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第８４条の規定により、会議録署名議員に３番湯浅礼子さん、６番女鹿聡さんを指

名いたします。

諸 般 報 告

○議長（山崎数彦君） 日程第２ 諸般報告であります。

事務局長に報告させます。

阿部議会事務局長。

○議会事務局長（阿部幸雄君） 報告いたします。

本日付議されます議案は、湯浅議員外からの意見書案１３件であります。

また、本日の議事日程については、別紙配付してあります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は全員の出席であります。

以上で報告を終わります。

○議長（山崎数彦君） 特段の発言はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） ないようでありますので、諸般報告を終わります。

一 般 質 問

○議長（山崎数彦君） 日程第３ 昨日に引き続き、一般質問を行います。

順次、発言を許します。

質問順序５、議席番号５番原田稔朗さん。

一つ、３Ｅ（経済性、効率性、有効性）の評価の把握について、一つ、市役所の組織、機構
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について、一つ、砂川地区広域消防組合について、一つ、民間有識者らでつくる日本創成会議

の人口減少問題検討分科会の報道について、以上、４件について。

原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） おはようございます。

４件について一般質問をさせていただきます。

１、３Ｅ（経済性、効率性、有効性）の評価の把握について。

これにつきましては、行政の事務・事業等は全て全般を対象として、常に経済性、最少のコ

ストで適正な量及び質の資源を獲得しているかという視点。効率性、一定の量及び質の資源に

より、どれだけの行政サービスを提供しているかという視点。有効性、一定の行政サービスの

提供により、期待される成果がどれだけ達成しているかという視点の３点から留意しながら行

政経営を行わなければならないと言われておりますが、次の事務、事業等について３Ｅごと

に、その評価の把握を伺いたい。それぞれ経済性、効率性、有効性ごとに。

まず、①といたしまして、神威岳の運営（指定管理者制度）及び（株）歌志内振興公社の経

営等については、相当な市の財源を要しているが、この評価はいかがでしょうか。

②保健行政の継続事業中、がん検診、健康診断として実施しているそれぞれの事業の評価は

いかがでしょうか。

③除雪ヘルパー並びに市内の除排雪の評価はいかがでしょうか。

④デイサービスセンター運営事業（指定管理委託）の評価はいかがでしょうか。

⑤高等学校等就学支援金（補助金）の評価はいかがでしょうか。

２、市役所の組織、機構について。

本件については、平成２３年９月定例会でも質問したところでございます。

そこで、①といたしまして、平成１９年度からグループ制を導入し、７年経過いたしました

が、そのメリットとデメリットをどう評価しているのか伺いたいと思います。

②グループ制について、現在までの経過を見ていると、いろいろと問題があると思いますけ

れども、かつての係制に戻す考えはないかを伺いたいと思います。

３、砂川地区広域消防組合について。

①平成２３年１１月９日関係市町長会議で、平成２４年４月１日の加入は先送りをしたいと

表明いたしましたが、この件について以降、砂川地区広域消防組合と何回、どのような内容で

検討したのかを伺いたいと思います。

②地区懇等では、ほとんどの地域で１日も早く加入したいと説明、あるいは市長の挨拶で

言っておりますけれども、現在まで加入できないのはどんな問題があるのかを伺いたいと思い

ます。

③いつの時点で加入を考えているのかを伺いたいと思います。

４、民間有識者らでつくる日本創成会議の人口減少問題検討分科会の報道について。

①この報道をどのような感覚でとらえているのかをお伺いしたいと思います。

②なかなか難しい問題と思いますけれども、人口を減少させないためには、どのような今後

施策が考えられのかを伺いたいと思います。

以上、よろしくお願いをいたします。

○議長（山崎数彦君） 理事者、答弁。

平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） 私のほうから、件名の１、３Ｅ（経済性、効率性、有効性）の評

価の把握についての①について御答弁申し上げます。
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神威岳の運営指定管理者制度及び（株）歌志内振興校舎の経営等について、相当な市の財源

を要しているがと、この評価についてということでございます。

市民が必要とする行政サービスを維持するためには、断続的にそのサービス内容等に対し評

価を行うことが必要であり、評価に当たっては、単に合理的な手法とは別に市民の声や政治的

判断という視点も必要と考えております。

神威岳スキー場及び温泉施設につきましては、指定管理者により管理・運営されており、老

朽化に伴う設備改修や圧雪車など、備品購入等の事業を行っております。

利用者の安全性や利便性向上に向けた事業であり、平成２５年度は工事請負費及び備品購入

費等の歳出で８,９４２万５,０００円を支出しており、一方、歳入は空知産炭地域振興助成金

７,１６０万円、一般会計繰入金が１,７８２万５,０００円となっております。

このため経済性の視点からの評価は低いものの、事業費にかかる財源確保や工事発注、施工

管理など最低限の職員により行うなど、効率性につきましては一定の評価ができるものと判断

しているところでございます。

なお、近年、スキー場、温泉とも利用者の減少が続いており、スキー場のリフト輸送人員で

は、５年前と比較し１３万４,０００人減の４４万８,０００人、温泉利用者数も同じく１万

１,０００人減の３万４,０００人となっており、有効性の視点からは低い評価と判断をしてい

るところでございます。

次に、（株）歌志内振興公社につきましては、昨年実施した施設の大規模改修事業を初め、

観光施設の活性化に向けた各種補助金を交付しております。

本施設につきましては、市民の健康増進と憩いの場の目的に沿って運営されており、平成１

９年度の施設譲渡以降、平成２４年度までに市から１億円を超える補助金が交付されており、

運営補助的な性格であったことから、経済性にかかる評価は低いものの、昨年の大規模改修事

業を初め、現在は一定の目的を持った事業に対し経済性を重視した補助に切りかえ、自立を促

しているところでございます。

また、効率性の視点からは、担当所管を中心に関係各課と連携しながら事業内容の精査に努

めるなど、一定の評価ができるものと判断をいたしております。

なお、昨年行いました大規模改修後は、入館者やレストラン、宴会などの利用増が図られて

おりまして、有効性の視点からも今後の経営改善に向け一定の評価ができるものと判断をいた

しております。

また、アリーナチロル活用推進事業にかかる補助金につきましては、市民を初めとする利用

団体の声を反映する形で再開した施設の運営管理費に対する補助でありまして、経済性、効率

性の視点からの評価は低いものの、再開後は利用増が図られており、施設の設置目的ある市民

の健康増進という点から、有効性につきましては一定の評価ができるものと判断しているとこ

ろでございます。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 私のほうから、②番の保健行政の継続事業中、がん検診、特

定健診以外の健康診断について、③の除雪ヘルパーについて、④のデイサービスセンターにつ

いてお答えいたします。

まず、②番目の保健行政の継続中のがん検診、健康診断として実施しているそれぞれの事業

評価ですが、がん検診につきましては、経済性の面で３０９万９,５４０円の経費に対し、自

己負担額が５１万１,３００円、がん検診推進事業補助金が２４万円で、２３４万７,２４０円
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が一般財源となりました。

効率性の面では、胃・肺・大腸がん検診を同時に実施することで、住民の利便性と人件費の

削減につながっております。

有効性では、２５年度の受診率は、平成２８年度の目標値を大幅に下回っております。しか

し、受診率が低いながらも毎年数人のがんが発見されていることから、今後もがんの早期発見

のため受診率向上を図ってまいります。

がん検診以外の健康診断事業につきましては、保健福祉課所管の事業として後期高齢者、生

活保護世帯、肝炎ウイルス、２０・３０代結核、エキノコックス症、それぞれの検診がありま

す。

経済性の面では、後期高齢者の健診は後期高齢者医療広域連合からの受託事業で実施してお

りますので、経費の全額が受託料で賄われております。

また、生活保護世帯や肝炎ウイルスの検診は医療機関への委託料など、経費の２分の１が健

康増進事業補助金として財源となっております。

２０代、３０代の検診、結核検診は自己負担収入をいただきながら実施しております。

エキノコックス症検診は、無料で全て一般財源となっております。

効率性の面では、集団健診として特定健診、後期高齢者の健診と同時に各検診を実施してお

りますので、住民の利便性を考慮し、また人件費を削減しながら実施しております。

有効性の面では、各健診の受診率を上げることが重要となりますが、各健診とも受診率が低

く、病気の早期発見、早期治療、重症化予防のためにも受診率を上げていくことが課題となっ

ております。

次に、除雪ヘルパーにつきましては、経済性では、除雪ヘルパーの委託料が８１万４,０４

０円で、その財源となる利用者からの費用負担が５万円のため、７６万４,０４０円が一般財

源となりました。

効率性では、利用を申請した３６世帯に対し、除雪ヘルパー７名で実施されております。

有効性では、平成２５年度の除雪ヘルパー出動回数が年間１,０５８回ありました。これは

降雪状況にも左右されますが、１世帯に対して４カ月間で約２９回除雪したこととなります。

次に、デイサービスセンター運営事業の評価につきましては、経済性では指定管理料が３,

２２１万９,０００円に対し、その財源となる介護サービス等にかかる収入が１,５４６万２,

０００円あり、その差額の１,６７５万７,０００円が一般財源となりました。

効率性では、この事業にかかる委託先の社会福祉協議会の職員６人分の人件費は１,７９３

万円で、非常勤職員と法定福利費を合わせた総人件費は２,３１２万９,０００円でした。

このほか、事務費が２７２万２,０００円、事業費が６５３万６,０００円、そのた負担金が

７８万２,０００円で、総費用が３,３１６万９,０００円となりました。

有効性では、平成２５年度のデイサービスセンター利用者は、年間延べ利用人員が１,７１

７人で、１日平均利用者は７.１人となっております。

利用者が多かった平成１８年度と比較しますと、年間延べ利用人員では５７％の減少で、安

定経営の面と効果の面では非常に厳しい状況となっております。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦興君） 私からは、件名１の②の健康診断にかかわって御答弁をさせて

いただきます。

国民健康保険加入者の特定健康診査につきましては、血圧、糖尿病などの生活習慣病に着目
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した健康診断で、４０歳から７４歳までの被保険者を対象に、市、保健福祉課の協力・連携に

より実施しております。

健診料につきましては、国保加入者の３００人分を広域連合予算に計上し、国の財政調整交

付金による財源の確保に努力し、経済性を求めている旨広域連合からの報告を受けておりま

す。

効率性につきましては、経費の節減を念頭に健診料の低廉な価格の要請、利用費等必要経費

の節減に努めております。

有効性につきましては、ここ数年２４から２５％の受診率であることから、アンケート調査

により要望の多かった受診費用の無料化により受診率の向上を図ることとしております。

健診事業は必ずしも経済性、効率性、有効性の全てを満足させることは難しいですが、十分

にこれら三つの視点に留意しながら、特定健康診査により生活習慣病の発症予防、疾病の早期

発見、重症化防止を進めてまいります。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 私から、大きな１番目の３Ｅの③、市内の除排雪の評価でござい

ます。御答弁を申し上げます。

市内の除雪の評価として、最初に経済性についてですが、市道周辺には多くの住宅があり、

他市町の路線で多い郊外の除雪に比べ時間はかかりますが、事業費的には近隣市町と比べ除雪

費用は平均的でございます。

そういった状況にありながら社会資本整備総合交付金の除雪費用の交付を受けて進めており

ます。

また、市営住宅の集約化により空戸発生部分の除雪延長の軽減を進めたり、不必要な防犯灯

の撤去を行い、社会資本にかかる行政コストの無駄をなくすなど、経済性を意識した行政展開

を図っております。

次に、効率性ですが、早朝の市道等除雪は数少ない業者により行うこととなりますが、高齢

化の進展により個人住宅等の除雪も早朝の除雪と同様に相当数の需要があります。個人住宅も

市道や公共施設の除雪と連携して作業を行っており、行政サービスと住民対応の両立を実現し

ております。

今後は、除雪の効率性を向上させるために空き地を雪の堆積場とするなど、有効活用を図り

ながら排雪作業を進めてまいりいと考えております。

最後に効率性ですが、高齢化の進展により市民ニーズが多様化しております。市民の安全・

安心なまちづくりを実現するめためにも、きめ細やかな除排雪を心がけております。これから

も日々調査・研究してまいりたいと思います。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 佐藤教育次長。

○教育次長（佐藤守君） 私のほうから、件名１、３Ｅの評価の把握についての⑤高等学校等

就学支援金の評価について御答弁申し上げます。

高等学校等就学支援金については昨年度の１０月に開始し、ことし３月までの在学期間を対

象として、月額１万円の交付を実施し、５６世帯に対し計３５７万円を支出しており、３カ月

ごとの交付として本年度も今月から受け付けを開始しております。

経済性としては、制度開始時の戸別周知に郵便を利用した以外の経費はありませんので、最

少のコストで実施していると考えております。

効率性につきましては、市内の対象世代の子がいる６９世帯中５６世帯、およそ８１％に対
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し交付を行ったところであり、制度開始初年度として今後も検証を続ける必要がございます

が、目的である進学奨励に資するに十分な需要があるものと認識しており、実施に当たりまし

ては速やかな交付を期待されている申請者の希望と、受け付け、交付等の事務処理のバランス

を考慮し、３カ月ごとの交付としているところであります。

次に、有効性につきましては、市内に高校がない当市の環境を踏まえ、高校がある市町村の

家庭との経済負担の格差を軽減する意味において確実に効果が出ているものと考えており、ま

た、子供たちへの投資である教育に効率を求めることに難しい点もございますが、今後申請者

の方へアンケート調査を行うなど、さらなる需要の把握と制度改善に努めてまいります。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 私のほうからは、大きな件名の２の市役所の組織・機構について

と、４番目の民間有識者らでつくる日本創成会議の人口減少問題検討分科会の報道について、

お答え申し上げます。

２の市役所の組織、機構についてでございますが、①と②につきまして関連がありますの

で、一括して御答弁申し上げます。

一般的に言われている事項として、グループ制のメリットは事務事業の執行に適した体制を

柔軟に対応できるとともに、係間の壁がないため複数の職員での協業体制が可能となることな

どがあり、デメリットは、所管事務が多くなり業務の目標管理や進行管理が不徹底となりやす

くなることから、中間管理職による管理の徹底が必要となってくることが挙げられておりま

す。

当市のグループ制につきましては、平成２３年１２月に立ち上げた庁内組織機構等検討委員

会で検証しており、従前の係制と比較して、グループ内における相互協力体制が図られている

といったメリットがある一方、業務の迅速化が図られていないなどのデメリットもあるとの意

見が出されたことから、今後組織機構の見直しとあわせて、改めて検証を行い、研究、検討を

していかなければならないものとしております。

４番目の①でございます。

この報道をどのような感覚でとらえているかということでございますが、日本創成会議人口

減少問題検討分科会では、将来推計人口をもとにした若年女性の人口減少についての試算を、

このまま地方から大都市へ人口流出が続いた場合、２０歳から３０歳代の女性人口が２,０４

０年までに半減する市町村が全国の８９６市町村に上るとの推計が発表されました。

当市については２０１０年対比で、若年女性人口が８４.５％との減少率で、全道第４位と

高い減少率として示されたところでありますが、本年度の執行方針でお示ししたとおり、人口

減少対策は当市の最重要課題の一つとして、現在取り組んでいるところであり、高齢者対策や

子育て支援など、掲げる施策の一つ一つを着実に推進することが重要であるとの認識の上、推

計については重く受けとめつつ冷静に対応をしていく必要があるものと感じております。

②のなかなか難しい問題だと思うが、人口を減少させないためにはどのような施策が考えら

れるのかということでございます。

全国的に人口減少が進み、当市に限らずとりわけ旧産炭地域では人口減少とともに、過疎化

の進行により地域の維持・存続が懸念されております。

これまでも基幹産業を失った当市における人口減少対策につきましては、最重要課題の一つ

として、企業誘致を初め新たな産業の創出による雇用の場の確保とともに、移住定住の促進を

図るため、子育て支援や高齢者対策など幅広い分野での施策を展開しながら、人口減少に歯ど
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めをかける努力を続けてきたところでございます。

現状、それらの施策が実を結ぶまでに至っていない状況ではございますが、少しずつ地道に

これらの施策を進めていくことが重要であると考えております。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 西丸消防長。

○消防長（西丸強君） 私からは、件名３、砂川地区広域消防組合について御答弁を申し上げ

ます。

①平成２４年４月１日の加入は先送りをしたいと表明したが、この件について以降、砂川地

区消防組合と何回、どのような内容で検討したか。

②現在まで加入できないのはどんな問題があるかということでございますが、①と②につき

ましては関連がありますので、一括して御答弁申し上げます。

平成２４年４月１日加入を目指した協議においては検討期間も短く、広域化後と広域化前に

検討をしなければならないものの項目を精査いたしました。その中で、広域化前に解決しなけ

ればならないものには、出動体制の構築、歌志内消防の災害の指揮や許認可の権限、無線不感

地帯の解消、消防団の報酬額等が合意に至らなかったものであります。

今後の協議につきましては、これらの課題だけではなく、広域化後に検討する予定であった

ものを再検討をしなければなりません。また、昨年１０月の行政常任委員会においても報告を

させていただきましたが、道とのヒヤリングも行い、当市の実情と取り組みについて平成２５

年１２月に、第２次北海道消防広域推進化計画の中に、当市が重点地域に指定されたところで

ございます。

この計画では、広域化後の取り組みを５年延長し平成３０年４月１日までを推進期間とし、

期間中の実現を目標に取り組みを行うこととしております。

次に③、いつの時点で加入を考えているのかという御質問でございますが、③の時期につい

てでありますが平成２３年には、市民、消防団、議会に対し検討経緯や諸課題等について説明

をさせていただき、理解を求めてまいりましたが、さまざまな意見等が寄せられ、期間を含め

理解を得ることができず、また、前段で申し上げました合意に至らなかった内容を踏まえ見

送ったものであります。

今後、改めて合意に至らなかった課題について協議を進めたいと考えております。したがい

まして、現時点では、明確な加入時期を申し上げることはできません。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 大変ありがとうございました。

それで、１番目の３Ｅの問題で再質問をしたいと思います。

それぞれの所管から、いろいろな答弁をいただきましたが、時間の関係もありますので一括

再質問をさせていただきます。

今、いろいろと、それぞれの所管から答弁がございましたけれども、私がなぜこういうこと

を聞くかということでございますけれども、やはり行政はそれぞれ継続性もありますし、その

年その年の関係もございますので、継続性のものについてはどこかで評価をして、例えば、こ

れは住民の要望にあってないなとか、あるいはコスト面でどうなんだとか、こういうことで常

に評価をして、そして、その内容に問題があるとすれば中身を変えるとか、こういうことだと

思うのです。それで、こういう質問をしたわけでございます。

そこで、今、それぞれ答弁をいただきましたけれども、これにつきましては当然住民本意の
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行政経営ですから、住民のニーズに合った行事なのかとか事業なのかとか、あるいはこれはい

つも言われることですけれども、最少のコストで最大の効果が上がっているのかと、こういう

ような観点から質問を立ててみたのです。

それで、答弁をいただいた中で、住民福祉の増進、先ほども言いましたように住民の生活に

役立っているのかとか、費用対効果、費用に対して最大の効果がなされているのか、あるいは

そして及び運営合理化などの観点から見てどうなんだというようなことで、事務事業において

住民の福祉増進とサービスの向上、経費の節減が本当に進められているのかとか、あるいは事

務処理が効率的に行われているか、あるいは組織が簡素で合理的なものとなっているのかと

か、事務の執行及び法令等に従って適性に行われているのかとか、あるいは社会経済情勢や行

政ニーズの変化の対応になされているのかというようなことで、恐らくこの答弁の中には、そ

ういうことを答弁しているところもありますし、私の意とするそういう答弁も全くないところ

もあります。

それで、これについては５点ばかり言いましたけれども、これは大体ことしの市政執行方針

の中から、まだまだあります、ありますけれども、若干拾ってこういう５点に絞ったわけで

す。

それに、これにつきましては相当時間をかけなければ、意とするところがちょっとできない

と思いますので、これにつきましては、議会があるたびに、私、再度やりますので、とりあえ

ずおいといて２番目に進みたいと思います。

答弁の中では、メリット、デメリットそれぞれ答弁がありました。

それで、改めて検証を行い研究・検討をしていかなければならないと思いますと、こういう

ような答弁もございました。

それで、私は、先ほど質問の中でも言いましたけれども、前にもこの件について質問をして

おります。その結果、ちょっと細かいことは別にして、私はこれやっぱり欠陥があるのではな

いかなということを拾い出してみたのです。それで、それぞれお伺いをしたいと思います。

１番目は、２３年の９月の定例会でも、当時の総務課長であります岩﨑課長と質疑、答弁を

くり返し行ったときに、岩﨑課長の答弁では、グループ制で重要な事務配分を行うためのリー

ダーの育成など課題は残っております。また、既に導入しております地域級の職階への対応や

職員採用を抑制している現状から、効率的な人員配置を可能とするグループ制について必要な

改善等を行いながら、引き続き実施する考えですという答弁でございます。

私は私なりに、グループ制の欠陥と思われる件について、まず、順次再質問をさせていただ

きたいと思います。

次に、先ほど申しましたように、今のグループ内に主任主査が全くいないところもあります

し、２人のところもあります。また、主幹もいるところといないところがあります。導入した

地域級の職階への対応云々と言っておりますけれども、これは職員の初任給、昇格、昇任等の

基準に関する規則の別表第１ということを言っているものと思いますけれども、リーダーの育

成、地域級の職階への対応等で効果的な人員配置がなされているのか、私はそう思っていない

のですけれども、この辺をまずお伺いしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） 平成２３年の９月と、その年の１２月の議会で原田議員と、このグ

ループ制の関係につい議論をしております。これについて再度またインターネットで見ます

と、この会議録について全国的な感じで見直しも後考ということで、この会議録が紹介されて

いる面もありました。
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今、御指摘を受けましたとおりに、当時のグループ制の欠陥というと、夕張の問題も掲げて

ありましたけれども、仕事がある人に集中してしまう。それで、ほかの人たちがその業務を

行ってもいいのではないかと、ある程度その人に預けていけばいいんじゃないかということ

で、そのグループ制の導入と係制の時代と若干仕事の効率が違うのではないかということの観

点で、そう申し上げたのですけれども、それでグループのリーダーを育てなければならないと

いうことでお答えしております。

それで、今現在につきましては、今御指摘を受けましたように、主任主査が２人がいるとこ

ろと、主幹がいるところがありますけれども、それぞれの業務を勘案して、今現在配置をして

いると。そして、今年度は新人も採用してますので、その業務の来年度に向けて組織機構、先

ほど課長から答弁ありましたとおりに、現在の組織の見直しも含めてどういう体制がいいかと

いうことを、改めて検討する段階に入るのかなということで、当時の状況と今現在の状況と若

干違ってますけれども、御指摘を受けている面については、それぞれ全国的にもそういう課題

があるのではないかと。

また、人材についても不足しがちな場合については、何度も繰り返しますけれどもリーダー

を育てる必要があるのではないかというのは、今もっても課題となっているところでございま

す。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） それで、先ほど私言いました、別表１の職階制というのは、昔は８級

まであったのかな、それが１級から６級になったのですよね。それで、例えば３級、４級、３

級は主査の職、それから４級は主任主査の職務というようなことで云々１、２、３とかありま

すよね。

それで、私先ほど言いましたように、例えばいるところもあるし、２人いるところもいるし

と、こういうことで本当に、例えば１グループで主任主査が２人いる場合に、どっちが係長制

であれば、どこどこの係の係長とこう言えば、わかるんだけれども、一般市民から言うと、主

任主査が誰で、主査が誰だとか、そして責任者が誰なのか、こういうことが非常にわかりづら

いのですよ。これ総体的に後から市長にも聞きますけれども、そういう点で、グループ制も７

年も経過したものですから、そういうことでちょっと質問して聞いたわけですけれども、そう

いう欠陥が私はあると思ってますので、ひとつよろしくお願いをいたします。

それから、次に、平成２０年の１１月３０日に、道の監査により不正があった事業所、歌志

内市居宅介護援助事業所チロル、これが本当に大変なことだったのですけれども、閉鎖をされ

ましたね。当時の住民福祉課が担当で社協に委託をしておりましたけれども、これだって責任

の所在がうやむやで、結果として処分することなく終わったんですけれども、私は、これだっ

て重大な組織の欠陥だと思っておるのですけれども、その点いかがでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） この件に関しては、私、当時副市長のときに議会のほうで説明した経

過がございますので、改めて御答弁申し上げますが、この市の関係の監査につきましては、当

時道監が入っております。道監の監査の結果、行政の対応については問題がないと、このよう

に報告を受けた記憶がございます。したがって、この件に関しての処分ということも、たしか

議員協議会でなかったかと思うのですが、そのときにいろいろと御質問を受けた、そういう記

憶がございますが、道監の中で行政のほうについては問題がないという、そういう監査結果を

受けて、行政のほうでは処分といいますか、今、議員がおっしゃったような対応については困

難であるという私は説明をした記憶がございます。
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以上です。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） わかりました。

それで、次に、今回の１１日の報告第４号の件で、旧の文珠の埋立工事の件ですか、これは

従来とも予算の要求等については、それぞれ所管で要求するのが当然であります。それで、工

事の発注、契約等については全て建設課で行うことになっておりますけれども、この工事だけ

だと思うのですけれども、特にこの工事金額が３,０００万円ぐらいになるのかな、大きいに

もかかわらず、なぜこれ、市民課で発注をして契約しているようでございますけれども、どん

な理由なのか、まず所管があるわけですから、それぞれの所管課長に、こういうことをやって

いて、ふだんの事務事業に支障がないのか、まず所管の課長のそれぞれの御意見をお伺いした

いと思います。

○議長（山崎数彦君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦興君） 昨年私は担当ではございませんでしたが、私が４月に来て前任

者からの引き継ぎ、それから担当グループからの説明を総合いたしましてお話しさせていただ

きけれども、昨年、擁壁の倒壊が確認された５月ごろに、市長や副市長、関係課長が集まって

事業の打ち合わせをしたということで、この中で建設課については、業務が多忙だという状況

があるということで対応が難しいということでした。しかし、安全上倒壊したままにしておく

ということは好ましくないということで、やはり早急に実施しなければならないという中で、

市民課の中に工事をする人材、技術職員がいるということから、緊急避難的に対応するという

ことで、これらを引き継いで現在に至っております。

それで、業務に支障がないのかということでございますけれども、勤務時間内に対応できな

いということであれば、やはり時間外勤務を命じて支障が出ないように進めてまいりたいとい

うふうに思っております。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さんに申します。

今のは組織機構のデメリットの件に引っかけて、通告外であるけれども、その事例を言って

いるのですか。

○５番（原田稔朗君） これを聞いて、そのデメリット、メリットに最終的に入っていこう

と。

○議長（山崎数彦君） それは工事の発注の関係であって、このこととは関係ありませんの

で、通告外ですので。

○５番（原田稔朗君） わかりました。

そうしますと、こういうことができるとすれば、今のグループ制に大きな欠陥があるのでは

ないかと私は思うんです。ということは、職員の異動によって仕事がついていくのかと。課で

あれば、そんなのは知らないよと、あんたたちのすることでしょうとということなんですよ。

だから、私はやっぱり先ほど来言ってますように、グループ制に全てとは言いませんけれど

も、若干の問題があるのではないのかと。

それから、もう一つは、例えば市民課で今やってますよと。そうしますと、事務分掌規則に

そういう仕事をやっていいということに、書いてないんですよね。そうしますと、我々行政と

いうのは、私いつも言いますけれども、条例とか規則に基づいて仕事をやっているんですけれ

ども、そういうことでいいのかと、私はこれ大きな欠陥だと思うのですけれども、その辺いか

がですか。

○議長（山崎数彦君） 岩﨑副市長。
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○副市長（岩﨑雄逸君） その一つの事例からすると、大いにその点については反省しなけれ

ばならない点ということ、改善しなければならない大きな点であると思っております。また、

事務分掌上についても、市民課のごみ処理施設というだけで、市民課が発注して、請け負った

仕事についてはちょっと問題点が残るかなというふうにして受け止めております。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 次に、これも、私、日にちに記憶がないのですけれども、実は基本構

想で質疑をした経過がございます。それで、当時の市長の答弁では、社会情勢の変化、財源的

な問題、特に産炭地域基金、旧基金、新基金等について、当市にとっては大きな財源でありま

すので、これらを含めて計画を早急につくっていきたいと答弁がありました。これも見直すと

すれば、庶務企画グループだと思うのですけれども、いまだに何もないということは、これも

グループ制で機能が発揮していないのではないかというふうに思いますけれども、その辺いか

がですか。

○議長（山崎数彦君） 岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） その点につきましては、残り３年を切った時点で御質問があったと

いうことで、整理のする時間、市長が答弁したように産炭地基金とか大きな財源がもうなく

なってきていると。その段階でその計画の見直しは早急にしなければならないということしは

発言をして、議員の指摘のとおり事業計画を見直さなければならないということで進めてきた

のですけれども、その中で、一方的には事務賦課といいますか、担当の職員の不足ということ

を理由に、ちょっと作業がおくれてしまったというのは事実でございます。

今、現在、第６次の基本構想に向けて早急にやるよう、また庶務企画グループのリーダーと

か担当に話を進めてますので、もうしばらくこの計画の内容について総合開発審議会も含めて

検討していかなけれはならない問題もありますので、もう少しお待ちいただければと思いま

す。申しわけございません。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 時間もありませんので、この問題の最後、市長に伺いたいと思いま

す。

これはある首長の議会の答弁でございますけれども、グループ制については指揮命令系統、

職員の責任の所在が明確と言われている係制の組織運営が望ましいと考えている。市長の立場

から見ると、時として、仕事の責任の所在が曖昧と感じることがあった。判断は誰が行ったの

か、結果に対する責任は誰にあるのか、市民に満足したサービスを提供するためには、足元が

しっかりした組織でなければいけない。係制が全てを満たすものではないが、組織を変え、職

員が気持ちを新たに責任を持った市民に良質なサービスを届けるのが行政の基本であると述べ

ております。

私は、この市長の答弁に本当に同感をしたところでございますけれども、市長は、このコメ

ントをどう受け止めるか、お伺いをしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 議員御指摘のとおり、このグループ制と係制については、確かに一長

一短があると、そのように思っております。

今の市長さんの答弁といいますか、説明については私も同感という部分はございます。た

だ、歌志内の場合は、小係という形で業務を遂行してたというものが、人的な不足といいます

か減員を進めたことによりまして、１課１係ですとか、あるいは係の人員が非常に不足したと

いうこともありまして、その後、大係、いわゆる大きな係にまとめまして、相互の業務の支援
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体制をとっていったという、そういう経過の中から機構改革検討委員会と申しますか、そうい

う組織を立ち上げまして、管理職、そして職員のほうもその組織に入る中で、どういう形が望

ましいのかということを検討した結果、このグループ制をとっていっという、そういう経過が

ございます。

そういう議論を踏まえて、平成２３年ですかこの機構改革検討委員会がスタートして、その

見直した内容のものが、これが私のほうへ見直しの結果ということで答申が参りました。現在

の機構の内容というのは、この答申を尊重して、今進んできているわけでございます。

いずれにしても、業務の遂行する中で、いろいろな問題が起きると思います。今御指摘のあ

りました責任の問題ということでございますが、市の仕事というのは、文書で起案し、文書で

流れるわけですが、その起案をする職員が誰かという問題もあります。あるいはそのグループ

の中で、その業務における担当は誰かということは、おのずから、事務文書で通常の業務の中

で仕分けをしているわけでございますし、縦の決裁ということで放任されている部分がありま

すので、職員の中ではその責任の内容、責任の所在というものは明確になっていると思います

が、いずれにしても、市民の皆さんについては、わかりづらい部分もあるのかなと、そのよう

に思います。

平成２８年ですか、この年が改めてこの機構の見直しをする年になっていると、このように

伺っておりますけれども、毎年機構というのはその都度見直さなければならない部分もござい

ますが、大きく見直すのがこの年ということになっておりますので、毎年そういう問題を掌握

しながら、あるいは解決しながら、また改めて見直してまいりたいと、そう思います。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 残念ながら時間がありませんので、飛ばして一番最後の問題に入りた

いと思います。

先ほどの答弁では、減少をさせないためにどんな施策があるのかというような、いろいろ答

弁がございました。これ本当になかなか難しいので、今言ったから、今ということには僕はな

らないと思っているのですよ。

ただ、いろいろ報道も見ますと、何たってその地元にどの新聞にも書いてありますけれど

も、働く場所の確保なんですよ。それで、定住促進条例、これもいいことですよ、私はいいと

思っています。ただ、これ市民の中に、私もこんなことを考えている人がいるのかなと思って

びっくりしたのですけれども、市で一生懸命に、今、定住定住とやっているけれども、こんな

と言われました店の買い物難民、店もないところに、わざわざ来て、家を建てるといったら

２,０００万円から３,０００万円かかるんだと。３００万円もらったって一生の仕事だよと。

だから、そっちのほうを先に解決をして、歌志内はこういうまちだよということをやって、

そっちのほうが先でないかと、こういうような意見がありました、その辺どう考えますか。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 全く同意見でございます。それで、私ども、今、委員会開かれまして

相当な提案がなされておりますけれども、やはり根っこになるのはおっしゃるとおりでござい

まして、そのためには居住地域といいますか、住まわれている住宅の集約という、いわゆるコ

ンパクトシティといいますか、そうい商売が可能になる地域の造成が必要だろうというふうに

思います。

実は先日、総務省に赴きまして、幹部の方４人と個別にお会いすることができました。最終

的には事務次官の方が時間を取ってくれまして、いろいろお話を聞いてくださいました。その
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ときに、まさにこの問題が言われまして、消滅するなんていうのは、それは何もしなかった場

合だよと。だから、これからどういうまちづくりをするかが大切なんで頑張りなさいという。

そのときにどういうことを考えているのというふうに聞かれました。そのときに、ほかから呼

び込むのも一つの方法ですと。

今住んでいる皆さんに歌志内に残っていただく、あるいは長生きして人口減につなげないと

いうのも一つの方法で、いろいろなこと、こういうことを考えていますと、いろいろなお話し

したときに、やはり住宅の問題、ちょうど人口が８,０００人いた当時、北海道においでに

なっていた方で歌志内のことをよく知っているんですね。そういうこともあって、まずおもし

ろいから、いろいろなことをやってみなさいと、そういう中からこの住宅を集約して、若い方

を呼ぶのも方法ですと、お年寄りに来ていただくのも方法ですと、そういう中で住宅をまとめ

て、今議員のおっしゃるような、そういうこを考えていくべきだと思ってますという説明をし

てまいりましたけれども、まさに私も同様の意見でございます。

これからのまちづくりは、そういう方向で考えていかなければならないというふうに認識を

しております。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さんの質問を打ち切ります。

○５番（原田稔朗君） 時間が参りましたので、終わります。

なお、お願いがありまして、全部できませんので、次回の議会でも同じ質問をさせていただ

く場合がありますので、御了承を願いたいと思います。どうもいろいろありがとうございまし

た。

○議長（山崎数彦君） １０分間休憩いたします。

午前１１時００分 休憩

────────────────

午前１１時０８分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

質問順序６、議席番号３番湯浅礼子さん。

一つ、活力と魅力あふれるまちづくりについて、一つ、高齢者に優しいまちづくりについ

て、一つ、ふるさと納税について、以上、３件について。

湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 皆様こんにちは。本日の質問は３件でございます。どうぞよろしくお

願い申し上げます。

まず、１件目、活力と魅力あふれるまちづくりについて。

平成２６年５月１４日公明党女性委員会は、あらゆる分野での女性の活躍促進を提案する

「女性の元気応援プラン」を首相官邸で安倍晋三首相に手渡しました。同プランは２００８年

４月に女性委員会が発表した「女性サポート・プラン」を改定したもので全国９００人を超え

る党女性議員が一丸となって、ヒアリングや先進事例の視察などを重ねて策定いたしました。

具体例の一つには、２０２０年までに指導的地位にある女性の割合を３０％まで引き上げると

の政府目標を踏まえ、首相を本部長とする「女性の活躍加速化推進本部（仮称）」を設置する

ことを提案しました。当市におきましても女性の社会参画を後押しするための施策が必要だと

思います。

①としまして、現在、市役所職員の女性職員の割合、管理職の割合についてお伺いをいたし

ます。

②としまして、女性職員の育成については、どのような取り組みをされているのかお伺いい
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たします。

③としまして歌志内市にも多彩な人材が眠っているものと想像いたします。女性の社会参画

の推進については、女性の力をつけること、つまりエンパワーメントが必要でございます。そ

こで平成６年に全国に先駆けて男女共同参画での推進宣言を行った宝塚市が、平成４年から平

成２１年まで行っていた女性ボードを紹介いたします。

この事業は、任期２年、女性の参画を目指し、市政への提言活動を行う事業でございます。

ジェンダー問題や市政の仕組みを知るプログラムも含まれていて、本人の自己研さんや社会参

加のきっかけとなり、主婦層を発掘し行政システムにおける意思決定の場に送り出す役割を果

たしていたとのことでございます。終了後、自治体やコミュニテイで活躍している人や、家事

サポート会社を興した人もいて、ここで出会った女性のネットワークも大きな成果であったそ

うでございます。当市におきましても、参画社会の形成を女性自身が主体的に進めていくこと

ができるよう、女性ボードのような人材育成、力量形成につながる事業の取り組みを要望いた

しますが、御所見をお伺いいたします。

２件目、高齢者に優しいまちづくりについてでございます。

イとしまして、本年３月１４日老人クラブ講話会で「脳の健康」ボケない秘訣を教えますと

のタイトルで開催され大好評でございました。また６５歳以上の高齢者のうち、認知症の人は

推計１５％で、２０１３年時点で約４６２万人に上ることが２０１３年６月、厚生労働省研究

班の調査でわかりました。認知症になる可能性がある軽度認知障害（ＭＣＩ）の高齢者も約４

００万人いると推定。６５歳以上の４人に１人が認知症とその予備軍となる計算で、早急な対

策が必要だと思います。認知症についての対応についてお伺いいたします。

①としまして、我が国における認知症の人の総数は、また歌志内市における認知症の総数に

ついてお伺いをいたします。

②としまして、歌志内市における６５歳以上の認知症高齢者総数についてお伺いいたしま

す。

③としまして、厚生労働省は、認知症施策推進５カ年計画「オレンジプラン」を公表、ま

た、団塊世代が７５歳になる２０２５年をめどに地域包括ケア・システム構築の推進をしてお

ります。市町村や都道府県が地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じてつくり上げ

ていくことが必要ですといわれておりますが、認知症になっても在宅で暮らせるための医療、

介護の施策の内容についてお伺いをいたします。

④としまして、厚生労働省の施策を受けて、歌志内市としての対応・取り組みについてお伺

いをいたします。

ロとしまして、著しく進む高齢化やひとり暮らしの高齢者の増加に伴い、比例して認知症高

齢者もふえてくることが予想されます。今後、ますます成年後見人制度は重要になってくると

思います。当市の成年後見人制度の普及促進のため、制度の周知を具体的にどのように行って

いるのかお伺いしたいと思います。

ハとしまして、認知症サポーターは全国で養成している大変重要な事業でございます。自治

体中心に講座などの取り組みを要望していますが、当市の考え方をお伺いいたします。

３件目、ふるさと納税についてでございます。

全国から自治体への寄附は、心温まる反響を呼んでおります。当市の取り組みとして、ふる

さと納税のＰＲは今までどのようにしてきたのかをお伺いしたいと思います。

以上、３件、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） 理事者答弁、渡部総務課長。
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○総務課長（渡部一幸君） 私のほうから、件名の１、活力と魅力あふれるまちづくりについ

て、件名の３のふるさと納税について御答弁申し上げます。

１の①でございます。

現在、市役所職員の女性職員の割合、管理職の割合についてお伺いいたしますということで

ございます。

平成２６年４月１日現在、派遣職員を除き消防職員及び病院職員を含め、市職員は１２５名

おり、そのうち女性職員は４３名のため、割合は３４.４％となります。また、管理職は２４

名おり、割合は１９.２％で、このうち女性の管理職員は病院の医療職員２名のため、割合は

１.６％となります。

②の女性職員の育成については、どのような取り組みをされてるのかという件でございま

す。

女性職員の育成につきましては、市の政策決定過程に男性職員、女性職員がともにかかわ

り、多様な視点を取り入れることで多様な市民ニーズに応える政策の実施や質の高い行政サー

ビスを提供することが可能となるため、全ての職員が公平に育成評価処遇され、能力を発揮で

きることが重要と考えております。

このため、特に、性別にかかわりなく、北海道市町村職員研修センターで実施している研修

所研修や、各種専門研修に積極的に参加させるとともに、本年度は中空知広域市町村圏組合で

新たに実施した女性リーダー研修に参加させるなどの取り組みを行っております。

③でございます。

女性の社会参画、いわゆる男女共同参画社会については、人口減少社会を迎えるこれからの

日本にとって、女性の意見や労働力は必要な力であり、一般論として言われる女性の持つきめ

細やかな視点は、高齢化率の高い当市にとっても重要であると認識しております。

当市は宝塚市のような女性ボードを実施しておりせんが、各種審議会委員等への女性の登

用、また、日常生活の向上と明るいまちづくり運動の発展を目的としている婦人会連絡協議会

を委員として委嘱するなど、各種分野で女性からの視点で行政に対する意見などをいただいて

いるところでございます。

今後も女性の社会参画に対し、各種審議会委員への積極的な登用を心がけるとともに、婦人

会連絡協議会を通じた人材育成等につながる支援を行ってまいりたいと考えております。

３のふるさと納税についてでございます。

ふるさと納税につきましては、制度の開始から７年目に入り、経済情勢の影響から寄附件数

をふやすことが難しい状況にありますが、他の自治体では特典を設けることで実績を伸ばして

いるとの新聞報道がある一方、特典目当ての寄附者も多く一過性のもので長続きするものでは

ないとも言われております。

当市におきましては、これまでＰＲ用パンフレットの配布や、市のホームページへの掲載、

札幌歌志内会会員、職員の知友人など、さまざまな機会をとらえＰＲに努めているところでご

ざいます。

特に、本年度より寄附者への感謝と地元特産品のＰＲ、並びに販売促進を目的として、チロ

ルの漬け物、神威高原蜂蜜のいずれか一つを、１万円以上の寄附者へ進呈することとしており

ます。

今後におきましても、当市出身者へのパンフレットの送付や、市内宿泊施設への配置など、

よりきめ細かなＰＲに努めるとともに、効果を上げている自治体の取り組みや方法などを参考

にするなど、当市ならではの特色を見出してまいりたいと考えております。
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以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 私のほうから、２の高齢者に優しいまちづくりについて御答

弁申し上げます。

まず初めに、イの①と②につきまして、関連がございますので、一括して御答弁申し上げま

す。

最新の情報では、認知症を有する人は全国で約４６２万人とのことです。しかし、まだまだ

把握し切れていない方々も潜在的におられるのが実態のようです。

当市におきましては、数字として把握しているところでは、要介護認定を受けている方の中

で、介護認定調査員が調査した際にチェックをして判断する認知症高齢者の日常生活自立度に

基づいた資料によると、平成２６年４月末現在の集計では、在宅者２０５名中１１５名の方が

認知症を有してい状況でございます。

さらに、現在は物忘れ程度が年齢相応程度で、病的なものではないと思われる方も含めます

と１７７名となります。

次に、イの③、④とハにつきまして、関連がございますので一括して御答弁申し上げます。

認知症サポーターは、北海道が年２回開催している研修を受講したキャラバンメイトと呼ば

れる方が講師となって、一般市民を対象に養成講座を開き、その受講者が認知症サポーターと

なります。

当市のキャラバンメイト有資格者は、北海道の情報では７名とのことで、うち１名は地域包

括支援センターの職員が昨年研修を受講し、資格を取得したところでございます。

当市では、昨年度ＮＰＯ法人中空知認知症を支える会の協力を受け、４回にわたって一般市

民を対象に認知症基礎講座を開催しました。そのほか、老人クラブ懇話会や介護教室でも認知

症を取り上げて開催しております。

また、在宅での医療と介護の施策では、やはり早期に発見し早期に適切なケアと支援が大切

と考えますので、医療の現場と地域に出向いて活動している介護の現場が連携をとり、情報を

共有しながら早期フォローにつなげていけるよう取り組んでまいります。

次に成年後見制度についてでございます。

成年後見制度は、認知、知的障がい、精神的疾病などにより必ずしも判断能力が十分でない

方の権利や財産を守り、支援する制度で、御本人、配偶者、四親等以内の親族が裁判所に申し

立てするものです。

当市では、申し立てする方がどなたもいない場合に備えて、成年後見制度利用支援事業とし

て、申し立てと申し立てに必要な書類作成等にかかる費用の助成などの支援を行うこととして

おり、存在する親族の範囲、所得や財産の状況により本事業の対象となるか否かが決まりま

す。周知方法につきましては、市のホームページ、高齢者サービスマップに掲載しておりま

す。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） ありがとうございました。

順不同になるのですが、後ろのほうの、今のふるさと納税の部分から再質問に入らせていた

だきます。

これは平成２０年からスタートということで７年が経ちましたということで、私も余り関心

を持っていなかったのですが、インターネットで調べますと、物すごい各市町村ですばらしい
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プレゼントがあるんだなということを、びっくりして見てみました。

これは自分が任意に決めた自治体に納税する制度ということで、寄附金の扱いで行われる制

度だということで自治体からの謝礼の品を目当てに寄附をされる人が少なくありませんという

ことで、自治体の収入源としてのふるさと納税は、納める人納入される自治体とともに魅力が

ある制度だなというふうに私は感じております。そこで、歌志内市としては、今までとのよう

に取り組まれてきたのかということで、今回質問させていただきました。

それで、歌志内のホームページ、またいろいろな部分を拝見しますと、まず、平成２４年度

のふるさと納税について総務省自治税務局の発表によりますと、全国の県、市町村で１,７２

９自体が取り組みましたと。そして、その納税総額は９６億円を突破したと公表されておりま

す。この金額を見てとてもびっくりいたしました。

それで、歌志内市の平成２４年度のふるさと納税は３２万円、それから平成２５年度では６

件で２０万円とありました。この部分ではどこにお住まいの方から納税されているのか、お伺

いしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 道内、道外という区分けでよろしいでしょうか。平成２４年度に

つきましては、全部で６２万円ございます。それで、道内が５件の３９万円、道外で１４件の

２３万円、合計１９件の６２万円が平成２４年度でございます。平成２５年度につきまして

は、道内で４件の１８万円、道外で２件の２万円、合計６件の２０万円という実績になってお

ります。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 今紹介がありました、この平成２４年度と２５年度に振り込まれた方

の納税の動機と言いますか、どのような関係で歌志内に寄附をしていただいたことになったの

かとか、またどのような受け皿があったのかということを、わかりましたら教えていただきた

いと思います。

○議長（山崎数彦君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 納税していただく際に、指定事業区分ということで四つ、歌志内

市としては設けております。一つといたしましては、地域コミュニテイの推進に関する事業に

特定、もう一つは子育て支援及び教育文化とスポーツの振興に関する事業、という区分が一

つ、それと地域の活性化に関する事業というのが一つ、その他地域振興のため市長が必要と認

める事業ということで、４区分しておりまして、その寄附者の方がそういうものに特定して寄

附をするという形になってございます。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 昨日と本日も人口問題で減少で歌志内市がなくなるのではないかとい

う危機感で、本当に歌志内のまちづくりを真剣に考えていかなければならないなと私も実感し

ております。その中で、全国で１番人口が少ないミニ市ということで、日本一になりました。

それで、今度はまちづくりでも小さくても住んでいて本当によかった、どうぞ歌志内にいらし

てくださいというような実績をつくりたいなあって心から私自身思っております。

それで、全国のふるさと納税はどのような状況になっているのかということを調べまして、

新潟市では８０万４,８３８人の人口のまちでございますが、ふるさと新潟市応援寄附金とい

うことで、平成２５年の寄附金額については９４２件で、金額としましては１,８３９万２,０

００円、これは目的別の内訳とか、地域別の内訳とかというふうになっておりまして、その中

に地域別では北海道が２２件の２４万円とありました。
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それから、鳥取の米子市では、ふるさ納税が１億円を突破したということを聞きましたので

調べてみましたら、平成２５年は２万４,４４７人の皆様から２億７,９２４万１,２５７円と

いう寄附を集めていたので、これには本当に驚いてしまいました。平成２４年人数の約３.４

倍の寄附の値します。金額は約３.１倍は人口は１４万９,９６４人で、歌志内市の３７倍の規

模でございました。早速、私、ふるさと納税金額を３７で割ってみました。すると７５４万

７,０６１円になりました。

歌志内市を変えたいという強い思いがあれば、これもできるのではないかな、また、挑戦に

挑戦を重ねたときに本当に米子市に追いつけるのではないかなという、そういう気持ちになっ

て、昨年は希望で胸がいっぱいになりました。

歌志内市についての、今後の取り組み方について、もう一度お伺いをしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 他市の事例いろいろございまして、また道内でも上士幌町という

ところが１万３,０００件を超えて２億４,０００万円という金額を集めているのも実際でござ

いますが、今言われたところは、それぞれ特産品というのがかなり有名なものがあって、その

特産品目当てという部分の寄附者も大勢おるということを考えますと、なかなか特産品の少な

い歌志内というのはハンディがあるのかなと思っております。

ただ、ふるさと納税という部分でございますが、別名ふるさと応援寄附金ということで、何

かの寄附をして、そこの地域に頑張ってほしいというのがベースにございます。その辺でそれ

を利用して特産品のＰＲとかを見込んで、そういう宣伝をして出す人も特典があったほうがい

いということで、かなりこういうばらつきが出ているのではないかと思いますが、歌志内のほ

うもことしから、漬け物と蜂蜜のほうを、少ないですけれども特典として出させていただいて

おります。

ないものはしょうがないのですけれども、いろいろな工夫を考えて、例えば入館券でもいい

のではないかとも思っておりますし、道外の人がもらってもしょうがないので選択制にして、

そういうのは近場の方であれば、こちらのほうに来れるということも考えられます。時期であ

ればスキー場のリフト券というのも考えられるということがありますので、工夫しなからそう

いう選択肢をふやしながら、ＰＲを重ねていくしかないのかなと思っておりますので、その方

向で進んでいきたいと思っております。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 歌志内では漬け物と、それから蜂蜜でしたか、そういうのが出てまし

たので、もっともっといろいろ何か歌志内のまちに足を運んでいただけるような、何か特典を

考えていただければなというふうに思うんですよね。物ではなくて、例えば歌志内のまちは

今、こういうふうになっていますよというふうなメッセージとともに、一番私思いますのは、

歌志内が最盛期のころいた人口の方々、歌志内が大好きでも仕方なしに歌志内市を去った方々

と、まだ交流していらっしゃる市民の方がたくさんいらっしゃると思うのです。特に年賀状な

んてやりとりしている方も、１人４０枚から５０枚、多い人は１００枚、２００枚と、３００

枚と出されていると思うのですが、町内会を通じて、そういうふうな掘り起こしといいます

か、その中でもふるさと納税をやったら市も助かるし、自分自身も得をするんだよというＰ

Ｒ。

ほかのところを見ましたら、計算デイというのはどういうふうになるんだよというのがのっ

かっていたのですけれども、歌志内市としては、それは考えておりますでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 渡部総務課長。
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○総務課長（渡部一幸君） 実際パンフレットいうのも若干つくっておりますので、そういう

部分ももっと広く皆さんにわかっていただけれるような方法を、今おっしゃられた町内会を通

してだとか、いろいろな部分で広めていくようなものを考えていきたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） ぜひいろいろな、また若い方がいろいろ知恵を発揮していてくださる

と思いますで、いろいろな意見を聞いて取り組んでいただきいなというふうに思います。私、

ここの部分では歌志内が本当に危機感を持って、大変なんだということをやっぱり自分の友

人、知人に訴えていく中で、物ではなくて、まちがなくなってしまったら大変だという部分で

のいろいろなこちらの真剣なアプローチで納税をしていただけるのではないかなというのが、

強く感ずるんです。特に寄附をしたことによって、自分自身も得をしますし、また歌志内を応

援したい、あげられたんだという何というか満足感というか、そこの部分とまた歌志内市が助

かるという、そこの部分を最大限に利用して本当に最高に、今までになかったような実績づく

りをしていただきたいなというふうに思います。その意味では、チロルの湯、また神威岳のイ

ベント、いろいろな部分で計画されて案内をしていっていただきたいなというふうに思いま

す。本市の取り組み方として、今いろいろ私提案申し上げましたけれども、村上市長さんから

一言、今後の方向性についてお聞きしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 議員の御指摘のとおりだと思いますし、総務課長のほうから御答弁申

し上げた内容も、今いろいろと検討をしながら進めているところでございます。

そのほかに、実は、内々内部で検討をするようにということで指示をしておりますのは、例

えば歌志内の何かですね、皆さんに期待をいただけるようなそういうこちらのほうからお返し

できる、そういうものを開発できないか、それが例えばチロルにしても神威岳、あるいは道の

駅、そういもので歌志内に行ったらこういうものがあるよということで活用できるのではない

かなと、そういう思いが私するものですから、ただそう言いながら、そういうものを開発する

ための先行投資する費用というのもなかなか厳しいのかなという、そういう思いがありますの

で、そういう方々、もしやってみようかなという方々がおいでになるとすれば、行政のほう

も、そういう部分に支援をさせていただきながら、何とか今申し上げました歌志内に行った

ら、こういう珍しいものがあるよと、あるいはこういうおいしいものがあるよと、何かそうい

う特徴づけるような、そういうものの開発を進めてみたいなという、そういう思いは持ってお

ります。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） ありがとうございました。

では、２番目の高齢者に優しいまちづくりのほうに進んでいきたいと思います。

今、老人クラブの懇話会で脳の健康ということでボケない秘訣を教えますという部分では、

私も参加させていただきまして、たくさんの方が見えられて本当に大反響だったなというふう

に思います。こういう一番身近な部分での取り組みというのは、各町内会からの反響というの

はどうだったでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 各町内会ごとのアンケート的なものはとっておりませんの

で、よかったとか、悪かったとか、そういうふうな具体的にはちょっと聞いておりませんけれ

ども、おおむね参加された方々からは、やはり身近な問題であるということなので好評をいた

だいたというふうには聞いております。
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○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 今ずっと答弁聞かせていただいて、余り認知症の取り組みについては

まだ明確にとらえられていないような気がいたしました。高齢者比率が高い歌志内市ですの

で、どこよりも早く認知症、また人数いろいろな部分、実態を早くつかまえて対策を立てるこ

と、先手を打つことということが一番大事な部分ではないかなというふうに思うのですが、こ

の件はいかがでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 議員がおっしゃるとおり、やはり早期に発見して早期に対応

していくというのが国のほうでも示されているように、必要な施策というふうになっておりま

す。そこで、私どもとしましても、いろいろな情報をつかみながら、もしそういう対応が必要

な方があれば対応をしていくというのが基本となっております。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 全国的に今地域包括ケアシステムの推進に当たっていろいろなファク

ターとなっている認知症、あるいは軽度認知障がい（ＭＣＩ）の早期発見プログラムが、全国

の各自治体で医療機関とかで導入されております。ちょっと私も調べてみました。たくさんあ

るんですね。それで、１点目はＭＣＩスクーリング、これは米国で開発された認知機能のアセ

スメントなので高橋医師が奨励している部分で、これは９７％の正確性ですぐわかるというこ

とで、約１０分間で結果が出る。そして、高齢者向けで軽度認知障がいスクーリングテストが

きちっとできるということでございます。

それから、埼玉県のほうで導入しているのは、頭の健康チェックということで、検査費用が

２,５００円は市負担で、市民は無料ということで導入をされているようです。それから、尾

張旭市というところなのですけれども、ここでは脳の健康チェック、頭の元気丸というものを

測定できるようになって使われているそうです。

それから国分寺市、ここでは認知症会員チェックサイトということで、家族介護者向けに、

これって認知症ということで、一つ一つ質問に答えていったらわかるという部分、それから私

も認知症ということで本人向け、これは大友式認知症予測テストということで導入されている

そうです。それから物忘れ相談プログラムというところで、ＴＤＡＳプラス物忘れ対策トレー

ニングということで、タッチパネル物忘れプログラム、これ１台約８０万円するんですけれど

も、鳥取大学医学部の浦上教授が開発したそうでございます。それから今度は、導入自治会団

体等でやっている部分ですけれども、川崎市まちぐるみ認知症相談センター日本医科大学武蔵

小杉病院というところでやっている部分なんですけれども、ここでも導入されている。それか

ら岩手県の奥州市で思い出カフェ、これはオレンジカフェですね、それから３番目、鳥取県の

琴浦町というところ、倉石市、またそのほかの県の各自治体でいろいろなものを導入してい

て、市町村に経費を支援しているというふうになっておりました。

それから、秋田県の大仙市とか、それから北海道循環器病院予防医学センター、これはＴＤ

ＡＳプログラム検査料１,４８０円、このようにさまざまいろいろな認知症が自分がすぐ測定

できるというものを導入しているということで、歌志内市もこういうものが導入されたらどん

なにか安心だろうなという思いが私はしたのですが、この件はいかがでございましょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 今、いろいろお話、情報をいただきましたけれども、現在当

市のほうでは、今言われたようなものを具体的に今すぐ導入するというわけではございません

けれども、私どものほうとしましては、やはり早期発見という早期治療につなげるといいます
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か、そのためには、日ごろから介護サービスを提供している中で、例えば担当のケアマネ

ジャーですとか、または定期的に訪問している状況を把握しながら、御家族の方等の要請があ

れば包括センターのほうの職員も訪問しながら、かかわっていくというような体制もとってお

りますので、そのような中で、御存じかと思いますが認知症高齢者の認知症の生活自立度とい

うものに照らし合わせながら、どういう状況があるのか、どういうような状況になっているの

かというようなところを把握しながら、例えば治療ですとかそういうサポートにつなげていく

ということで、対応していくかなというふうには考えております。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 今いろいろケアシステムで推進されていると思うのですけれども、一

番私心配しますのは、在宅介護をされている家族の方への支援ということが一番大事な部分だ

なと思っているのですが、これについては当市はどのように考えておられますか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） どこまで在宅で対応できるかというのが一つ目安というか問

題になってきております。また、認知症の方が入れる施設というのも限られてきます。例えば

グループホームですとか、または特養だとか、いろいろな面がありましたけれども、なかなか

今は在宅で支えていくというところでは、非常に難しい面が出てきているのが全国的なこの認

知症に対する課題というか問題でございます。

オレンジプランの中なんかでも、そういう施設を頼らず地域の中で自立して生活できるよう

にというのがオレンジプランの５カ年計画の中の対策かなと思いますけれども、実際にはなか

なか在宅で見守っていくというのは非常に難しいところかなというふうには考えております。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） この介護につきましては、私が平成２３年度議員にさせていただい

て、初めての議会で一般質問をした６月、私、母があと１カ月もたないよということで、砂川

市立病院でお世話になりました。その間５１日間砂川市立病院に泊まり込みながら、一般質問

に取り組んだという本当に思い出深い部分がありまして、本当に看護をするということは大変

だなという、よく後から考えると毎日身体がもって、あのようにできたなと自分自身も思って

いるのですが、介護をされている家族の手当というのは、本当に大事な部分だなというふうに

思いますので、いろいろなデータを市民の皆様からお聞きして、どうやったら一番よいのかと

いう部分を当市としての考え方をもう一度再確認といいますか、施策といいますか、そういう

部分をしていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 議員がおっしゃるとおり、やはり御家族の方等の負担という

のは非常に大きなものになってくるのかなというふうに思います。

当市には、例えばＮＰＯ法人だとか、支える会とか、そういうのがございませんけれども、

先ほども申し上げましたけれども、もしそういうので私どもの情報として入ってくるのであれ

ば、できる限り御相談に乗ったり、先ほどのお話ではないですけれども、施設なのか、また在

宅で支えていくのか、その辺も御相談に乗りながら適切に、できる限り御家族の負担を和らげ

るというような形でのサポートができればいいかなというふうには考えております。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 全国的な取り組みの中で、今、オレンジカフェの取り組みが各自治体

で推進されております。これは本当にすごくいいものだなというふうに私自身も感じました。

それは歌志内市に空き家が結構あります。その空き家を利用して各地でやられているところも
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多々あったのですけれども、いなかのほうで一軒家で本当に環境のいい場所で、空き家を活用

して関所みたいな雰囲気づくりをつくって、５００円払って、そして、そこでメニューをも

らって、いろいろな食事をできる。そして、そこにはサポーターの方もいらっしゃったり家族

ぐるみとか、またもちろん認知症を患っている方も一緒に食事をしながら、また趣味の部分で

すとかって、いろいろな部分で精神的に落ち着くといいますか、家族を含めて何かできるよう

な雰囲気のところで、こういうのが歌志内にあったらいいなと私自身も思ったのですが、この

オレンジカフェの取り組みについてはどのようになっておりますでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 現在のところ、そのようなオレンジカフェというような取り

組みというのは実際的には行っていないのが実情でございます。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） オレンジカフェの部分で研究をして取り組んでいただきたいなという

ふうに思います。

それでは、次に、認知症サポーターの部分に入っていきたいと思います。

平成２５年度６月の定例議会で、この認知症のサポーター養成講座ということでキャラバン

メイトのことで質問をした経緯がございます。そのときには、自治体は養成講座というのを開

催予定はございませんというふうに答えられていたのですが、今はどのようになっております

でしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 先ほど御答弁申し上げましたけれども、現在当市には７名の

サポーターの方がいると。そのうち、うちの地域包括で１名、昨年度受講して１名いるという

状況でございますが、活動をするというか、その認知症サポーターの方が活動する場というの

は、なかなか今の現状ではでき上がってないと。というのは、その認知症サポーターの方々が

それぞれで活動するというのが、その認知症サポーターの基本のようでございます。

今後、そのような、例えば活動をしたいというような声があれば何らかの形で、そういうよ

うな講習会とかができていくのかなというふうに思いますけれども、現状ではその方々からそ

ういう講習を行っていきたいというのは現状お声がないので、現状はそういう講習も行われて

いないというのが現状でございます。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 認知症サポーター数ということでここにあるのですが、平成２６年３

月３１日現在で４９８万９,０５３人、もうかなり多くの方がいらっしゃいます。これだけ全

国的に認知症で新聞を賑わいました自分が何かわけがわからなくなって、地方に行ってそのま

ま行方不明になって、何年間も家族と会わないで本当に大変な思いをしたという部分の報道が

たくさんありました。

それで、本当にこれは大変不幸なことだなというふうに思います。決してこういうことが

あってはならない。歌志内市では絶対起こしてはならない部分だなというふうに思います。こ

の認知症の問題は高齢者社会においてはもう重要な部分でありますので、先手先手で施策を

練っていかなければ大変ではないかなというふうに思います。

先ほどのいろいろな導入というふうな部分で紹介をさせましたが、国分寺市の認知症対策が

前進したということで、ここの議員さんとちょっとコンタクトをとることができたのですけれ

ども、国分寺市で５月２９日から認知症チェッカーが掲載されまして、これはパソコンとか携

帯電話とかスマホで簡単に認知症のチェックができるものなのです。
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これって認知症ということは、先ほど紹介しました家族介護者向け、それから私も認知症と

いう本人向けというふうに、こういうふうになっているのですけれども、この御本人向けのサ

イトというのは、日本で初めての導入となったということで、本当にチェックした後が結果と

ともに、相談先とか制度のリストが表示されて、また認知症に特化したホームページのサイト

も充実して、市内、また市外にかかわらず認知症の相談ができる医療機関はここがありますよ

という、また、それからどこに相談に行けばいいのというふうな声が答えれるようになったと

いうことで、新聞掲載後からアクセスが一気にふえまして、認知症への不安を抱えておられる

方の多さに、もう改めて痛感をしましたと、湯浅さん導入に向けて頑張ってくださいというふ

うに激励を受けたのですが、本当にいろいろな意味で導入の部分、それからサポーターの部

分、本当にいろいろ研究してやっていただきたいと思います。

一番心配しますのは、先ほど人数を聞きました。それで、私の知人の中にも、あら、この人

大丈夫かなという方が何人か、高齢の方ではありますが電話がかかってきて、テープレコー

ダーのように同じことを、最初２回のときは対応したのですが、３回、４回となると、これは

この方は大変だなと、何か手当てをしなければという部分がありました。

こういう方が歌志内には、まだまだたくさんいるのではないかなと、もっともっと見守りた

い、また民生委員の方とコンタクをとって、歌志内市には実際、認知症の初期の状態という方

が何人いらっしゃるかという実態調査を積極的にやっていただきたいなという私の要望なので

すが、この点、もう一度お伺いいたします。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 認知症につきましてはおっしゃるとおり、今、社会的な問題

というふうになってきておりますので、今後におきましても認知症の部分についての情報提供

ですとか、また各種講習会とか介護教室等を通じまして、認知症について御理解をいただくと

いう取り組みについて行っていきたいなというふうに考えております。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） どうぞよろしくお願いいたします。

時間がなくなりましたので、成年後見人制度の部分は、この次何かの機会にと思っておりま

す。よろしくお願いします。

それと最後、女性の力で歌志内を活力と魅力あふれるまちづくり、もう本当に何とかやって

いきたいなというふうに私自身も思っております。

それで、先ほど宝塚市の助成ボードという部分を紹介させていただきました。

それで、歌志内においては、北星学園の杉山先生を初め福祉計画ということで、いろいろま

ちづくりの２０名の委員の方を交えて、いろいろな会議をされて、あれを見させていただいて

本当にいいことだなというふうに思います。ああいうみんなで意見を出し合って、市民の皆さ

んを交えてやるということが理想だなというふうに私自身感じたものですから、今回の女性

ボードを提案させていただきました。

それで、婦人の婦連協の会合ですとか、いろいろな部分で女性職員が委員になって、その中

で活躍されていると伺い、とても安堵したのですけれども、今回の女性の人材育成ということ

で、これは北海道町村職員研修センターというところに研修名でいろいろな講座が開かれてい

るんです。その中で推薦期限が６月３０日ということでホームページに載っていました。その

中では、職場で生かす活動制開発とか、それから税務事務の固定資産税とか、指導能力とか

と、こういうふうな部分の講座がございますが、６月、７月とある部分で何名かの女性がこの

講座に参加するようになっていたら、教えていただきたいと思います。
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○議長（山崎数彦君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 先ほども御答弁若干させていただきましたが、私どもが行く部分

につきましては、北海道市町村職員研修センターというものがございます。そちらのほうに一

般研修から各種専門研修、今おっしゃいました税務ですとか、いろいろな部分の専門研修含め

てやっております。これについてはその年の順番を決めながら行く者と、また本人が望んで手

を挙げて行く者ということで、これについては男女の区別なく計画的にやったりしておりまし

て、例えば、研修所研修につきましては、これ平成２５年度の実績でございますが、市役所の

ほうでは５人が受けておりまして、その中で女性は３人行っております。これにつきましては

地方自治法ですとか、民法、行政法、地方公務員法とか、こういうものを研修するものでござ

います。

また、各種の専門研修ということで、昨年では２人受けておりまして、その中のうち１人は

女性でございます。これは税務の事務基礎研修ということでございますので、そういう職場に

行ったら必ず受けるようにしてございますので、そこに行った方が行くものでございますの

で、得に男女を分けてということではございませんので、そこの職場に行くと、行く研修でご

ざいます。これが２人のうち１人ということでございます。

また、あと職場内研修ということで昨年、対人コミュニケーション研修とかいうものを役所

でやりましたけれども、市役所の参加人数が７４人で、このうち１６人の女性の方が参加して

おります。今、押さえているはこの程度でございます。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 今の研修には、自分から行きたいですよという女性職員の割合という

のはどれぐらいありますか。

○議長（山崎数彦君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 手を挙げた人数等は押さえてませんが、結果が今言ったような部

分になってきているのかなと、専門研修を除いてですね、そのほかの部分ではそういうことに

なっております。職場内研修については市職員全員対象の研修ですから、業務に支障のない限

り出てくるということになっておりますので、その辺については先ほども言った割合で、結果

的に参加したということでございます。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 先ほどちょっと言い忘れたのですけれども、いろいろなまちづくりの

意見交換会とか、そういう部分があると思うのですが、若い女性、３０代、４０代の方、いろ

いろな意見を持っていらっしゃる方が歌志内に熱い思いを持っている方がいらっしゃると思う

のですが、そういう部分での意見交換会ということの考えはどういうふうになっております

か。

○議長（山崎数彦君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） ３月の一般質問等でもいろいろ回答いたしましたが、あらゆる機

会を見つけながら、いろいろな各層の方々との懇談というのは考えておりますので、そういう

集まりとか、そういうのをねらいまして今後いろいろ開催していきたいと思っております。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 今回の女性の元気応援プランということで、女性職員が本当に結婚し

ても仕事をやめないで続けていきたい。そして男性と同じくしっかり頑張っていきたいという

方がたくさんいらっしゃると思うのですけれども、役所の中では、妊娠されて、出産の部分で

休暇を取るとか、また、育児で休暇を取るという部分での、今までそういう取った事例という
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のは何パーセントくらいありますか。

○議長（山崎数彦君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 昨年育児休業の方がお一人おりました。パーセントといいます

か、そういう取れる体制にしておりますので、１００％ということなんでしょうか。そういう

人は希望すれば育児休業を取っているということでございます。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） では、決して取りにくい雰囲気ではないということですね。

○議長（山崎数彦君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） そのように御理解いただければと思います。当然その職場から１

人抜けるわけなので、また、職場の協力体制も必要ですので、その辺皆さんでカバーしてやっ

ていくということでございます。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 女性が家庭を持ち、また仕事を持っていくという部分の中で、一番苦

労するのは残業等とかありまして、それでちょっとそういう部分で大変だなという部分もある

と思うのですけれども、男性もそういう家事に協力をしていただいて、女性が仕事をしやすい

ようにとか、また育児の面でも育メンチームを結成してとか、そういう部分でいろいろ元気応

援プランの中ではあるのですが、そういう部分での歌志内市役所の職員の方には、どのような

指導をされておりますでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 特に家庭に帰ってからの指導というのは市のほうではしておりま

せんが、昨日から一般質問等に出ている人口減少問題という部分につきましては、今言われた

そういう残業ですとか、そういうところで女性が多くなっていくと出生率にひびいてくるとか

という部分も出ておりますので、その辺は国レベルの部分でやっていただくものもございます

し、自治体でやっていく部分もあると思いますので、その辺役割に従って進めてまいりたいと

思っております。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 私の提案しました女性管理職が３０％を目指すという部分が大きな課

題なんですが、全国的に見ますと、本当に割合は低くて６.６％とか、これは内地のほうなの

ですが、いろいろな部分で女性の課長級以上の管理職の女性職員がいないのだという部分で、

何とか女性の力を、また女性の意見を取り入れていただくような、そういうシステムにしてい

きたいなというふうに思って、今回作成いたしました。この部分について、もう時間があと少

ししかなくなりましたので、最後に、市長さんのほうから、この部分は女性の応援団としてど

のように考えていらっしゃるのか、お聞きしたいなというふうに思います。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 歌志内市としまして、男女という性別で判断するという考え方は持っ

ておりません。昇任というものにつきましては、あくまでも本人の力量、あるいは人格、そう

いうものが総合的に評価されて、そして任用されると、そのように私は理解しておりますの

で、したがって全ての方に、私はチャンスがあると。また過去にもそういう登用された女性も

おいでになります。したがって、本人のやはり努力ということが結果とてあらわれると、その

ように考えておりますので、常にチャンスはあると、そのように御理解をいただきたいと思い

ます。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さんの質問を打ち切ります。
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○３番（湯浅礼子君） ありがとうございました。

○議長（山崎数彦君） １時１０分まで休憩いたします。

午後 ０時１０分 休憩

────────────────

午後 １時０６分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

午前に引き続き、一般質問を続行いたします。

質問順序７、議席番号７番本田加津子さん。

一つ、歌志内市地域福祉計画について、一つ、社会教育の推進について、以上、２件につい

て。

本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） ２件について質問させていただきます。

件名１、歌志内市地域福祉計画について。

「気遣い、心遣い、向こう三軒両隣のまちづくり」を基本理念に、平成２４年から平成２８

年までの５年間を計画期間としてさまざまな取り組みを実施されていると思います。

基本理念を実現するため、七つの目標を掲げ、計画の推進に積極的に取り組みますとありま

す。そこでお伺いいたします。

①基本目標１、目配りと気配りのまちづくり。

地域の絆づくりと仲間づくりについての取り組み内容についてお伺いいたします。

②基本目標２、お互いさまと言えるまちづくり。

福祉に関する学習会について、昨年度の実施内容と参加者数をお伺いいたします。

また、今年度の実施内容をお聞かせください。

③基本目標３、安心安全のまちづくり。

イ、安心な住宅環境と冬を楽しむ生活環境の整備についての取り組み状況をお伺いいたしま

す。

ロ、要援護者に対する災害時などの組織づくりについての取り組みについてお聞かせくださ

い。

④基本目標６、住民の視点に立った多様で良質な福祉サービスの展開。

イ、地域で必要とするサービスを把握するための体制の整備についてお聞かせください。

ロ、要援護者の相談支援体制の充実について、相談しやすい環境づくりを進めるためにどの

ような取り組みを実施していくのかお聞かせください。

⑤基本目標７、市民の不便さをなくす。

イ、雪に負けない環境づくりを目指すための実施内容についてお伺いいたします。

また、今年度の取り組みについてもお聞かせください。

ロ、買い物・通院に困らない地域づくりに向けて、どのような取り組みをお考えかお聞かせ

ください。

件名２、社会教育の推進について。

平成２６年度教育行政執行方針の社会教育の充実で、社会教育推進の重点の一つとして、生

涯スポーツの振興と健康づくりの推進の中で、誰もがいつでもスポーツに親しむことができる

よう、世代に応じたスポーツ活動の充実に努めるなど、生涯スポーツの振興に取り組んでまい

りますとあります。そこでお伺いいたします。

①世代に応じたスポーツ活動の充実に努めるために取り組まれる内容についてお伺いいたし
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ます。

②歌志内市の特性を生かしたスポーツを活性化していく上で、スキーを青少年に奨励しとあ

りますが、スキー授業以外でも青少年がスキー場へ足を運ぶ機会をふやすために、どのような

取り組みを行っていくのかお伺いいたします。

③老朽化した市営プールや市民体育館の今後のあり方について、今年度はどのように進めて

いくお考えかお聞かせください。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 理事者答弁、虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） １の地域福祉計画について、①から順次お答えしたいと思い

ます。

まず、①番目の基本目標１、目配り、気配りのまちづくりについてでございます。

少子高齢化により、当市でも近所づき合いや地域活動への参加は、炭鉱が全盛期であったこ

ろと比べると、地域の連帯感を希薄化しています。そのため近所づき合いを活発化させるため

には、町内会活動が大切であり、また、市民や事業者、行政等との地域ネットワークを構築し

て、地域みんなでお互いを見守りながら子供から高齢者まで安心して暮らせる仕組みづくりが

必要となってきます。

また、孤独死を発生させる社会背景には、ひとり暮らし高齢者の増加、近隣関係の希薄化、

核家族化などが上げられております。現代において孤独死は高齢者のみの問題ではなくなって

きております。

これらを解決するためには、日ごろから挨拶をするなど地域とのつながりを持つことが重要

です。そのため孤独死をできるだけ発生させない、また、発生してもできるだけ早く発見でき

るような地域の絆づくりを目指しております。

その取り組みとしましては、昨年の地区別市政懇談会でも情報交換させていただきました

が、町内会館を積極的に活用しながら、サロン活動を推進し、高齢者が引きこもりにならない

よう出かけるきっかけづくりや仲間づくりを推進しております。現在少しずつではあります

が、各地域でサロンの動きが活発になってきているところであります。

②番目の基本目標の２、お互いさまと言えるまちづくりについてでございます。

私たち市民みんなが自分の役割を果たしていくとともに、地域の情報を共有し合うことの大

切さを認識することとあわせて、年齢、性別、障がいの有無にかかわらず、自分にも何かでき

ることがないかという意識を持ち、地域における支え合いの活動に参加できる仕組みづくりが

求められます。

地域福祉では、日ごろから市民一人一人が地域福祉のネットワークの一員であることの理解

を深めることが重要です。

家庭や学校、地域での地域福祉に関する教育を推進し、全ての市民が支える側にも支えられ

る側にもなるという意識へ方向転換することが必要となってくることから、できるだけ多くの

市民の皆様に、地域福祉の普及・啓発を進めることとしております。

昨年度は、１１月に地域住民が担う集落の支え合いの可能性をテーマに、福祉のまちづくり

講演会を開催し、約１００人の市民の皆さんに集まっていただきました。本年度はまた講演会

等は決まっておりませんが、小学校と中学校においてボランティアに関する講演を実施するこ

ととしております。

③の基本目標３、安心・安全のまちづくりです。

地域で市民みんなが安心して暮らすためには、日常生活において不安に感じている環境を取
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り除く必要があります。特に高齢者や児童、障がい者が当市に安心して長く住み続けられるよ

う、まち全体が建物だけではなく市民の心もバリアフリーにし、ユニバーサルデザインに配慮

した生活環境の整備をする必要があります。

安心な住宅環境と冬を楽しむ生活環境の整備についての取り組みにつきましては生活基盤と

して、高齢者や障がい者に配慮した住宅仕様など、誰でも安心して住み続けられることができ

る住まいづくりを推進するとともに、市民の皆さんが健康促進を図れるよう、家に閉じこもり

がちな冬期間の健康増進のため、サイクリングロードの除雪を行い、ウォーキングなどで冬を

楽しむ生活環境の整備を進めることをねらいとしております。

次に、基本目標の③のロでございます。

地域福祉計画には、緊急時に備えて地域包括支援センターや民生委員、児童委員、町内会、

自治会などとの連携のもと、高齢者や障がい者などの要援護者を支援する体制の構築を目指す

こととしております。

現在、市では、災害弱者支援情報ネットワークを構築するため、消防が中心となり保健福祉

課、建設課が連携し、各種情報を総合的に調整し供用する情報ネットワークづくりに取り組ん

でおります。

次に、④の基本目標の６のイでございます。

当市では、各種保健福祉計画に基づき、さまざまなサービスが行われております。しかし、

市民が必ずしも必要とするサービスに至っているわけではありません。このため地域で福祉

ニーズを把握し、安心して適切なサービスを利用できる仕組みづくりの推進を目的としており

ます。

また、市民の方々が近所づき合いを深め、仲間として支え合いながら、いつまでも地域で自

立した生活ができるよう、保健、医療、福祉に対する相談体制を充実させるとともに、関係機

関が連携し、それぞれの問題や状況に応じたさまざまな福祉サービスを利用できる体制を目指

すものです。

その一つとして、地域福祉計画進捗管理委員会を開催し、地域での課題や施策を検討してい

きながら、各地域のニーズの把握する体制の整備を目指しております。

次に、④のロでございます。要援護者の体制の充実につきましては、福祉サービスや心配事

相談など、各種窓口の周知を図りながら相談しやすい環境づくりを進めるものです。そのため

保健福祉課を初め、事業所や関係機関に寄せられた相談を速やかに把握できるよう連携を図り

ながら取り組んでいくこととしております。

次に、⑤基本目標７、市民の不安をなくすのイでございます。

雪に負けない環境づくりにつきましては、行政と地域が一体となって、高齢者の除雪対策を

推進することとしておりますが、昨年度福祉サービスとして実施している老人家庭除雪事業、

いわゆる除雪ヘルパーの充実を図るため、利用者負担の見直しを行い、低所得者が利用しやす

い制度にしたところであります。

今年度につきましても、この事業を継続して実施するとともに、より効率的、効果的な実施

体制の研究を行い、また、行政や町内会などと一体となって高齢者の除雪対策を推進していく

こととしております。

次に、⑤のロでございます。

高齢者に対する交通手段への支援としましては、要介護３から５の認定を受けている方に、

年間１万円のタクシー券を交付する外出支援サービス事業を実施しております。通院や買い物

に際して不便を感じるという声は、地域福祉計画策定の話し合いなどのざまざまな場面で課題
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としてとらえ、計画の中に買い物、通院に困らないまちづくりを施策に掲げております。

これまでの議論の中では、デマンドバスや買い物コンシェルジュ、車両貸出など、先進地の

事例も承知しておりますが、これらの地域は既に路線バスが廃止された後の交通手段として

や、市内の商店街と協力しながら取り組むといったケースが多く見られました。

当市の場合は市内に路線バスが運行していたり、また、通院や買い物の行く先が市外であっ

たりという問題もあり、なかなか難しいというのが現状です、

今後は、外出支援サービス事業の拡大や新たな支援の方策を研究してまいりたいと考えてお

ります。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 佐藤教育次長。

○教育次長（佐藤守君） 件名２、社会教育の推進についての本年度の教育行政執行方針の中

から、社会教育の推進事業につきましての御質問に御答弁申し上げます。

①の世代に応じたスポーツ活動の充実に努めるための取り組み内容についてでございます。

スポーツ活動における健康づくりは、各世代において重要なことであります。当市におきま

しては、青少年期は水泳教室やスキー教室、健康マラソン大会など、成人、高齢者の世代では

フィットネス教室や市民歩こう会などを、これまで継続して開催しております。また、新たに

プロスポーツ社会体験事業や、フロアーカーリング交流事業などについても、子ども会育成者

連携協議会やチロル学園と連携し行っており、今後もスポーツに親しむ意識の啓発と参加促進

に努めてまいります。

②の歌志内市の特性を生かしたスポーツを活性化していく上でのスキーをの部分での青少年

の奨励の関係でございます。

第１に、幼少期におけるスキーの楽しさや滑り方を身につけ、スキーが身近なスポーツとし

て親しまれることが大切であります。現在、スキー連盟との連携・協力により、幼稚園児のス

キー授業及びスキー教室へのサポートをいただいております。

また、昨年度からは、子ども会育成者連絡協議会の事業として、ウインターキャンプの中に

スキープログラムを組み入れ、活発となる青少年期への足がかりとして新たに取り組んだとこ

ろでもあります。

今後も、幼少期の参加奨励を促し、基礎スキーや競技スキーに興味を持っていただけるよう

事業内容の充実に努めてまいります。

③の市営プールや市民体育館の今後のあり方についてでございます。

今年度におきましては、体育館では電灯の取りかえ、プールではプールサイドのマット設

置、脱衣室のすのこをプール用ホットすのこに取りかえるなど、快適性の向上に努めてまいり

ます。

なお、市民体育館、市営プールとも年数が経過していることから、老朽化が進んでおります

が、当面は施設の延命を図りながら、利用状況の実態把握と定住自立権構想などの動向に注視

してまいります。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） ありがとうございました。

それでは、順番に何点か再質問させていただきます。

まず、私自身もそうなのですが、やはり福祉という言葉が入ると、どうしても高齢者ですと

か障がい者というようなイメージが浮かんでくるような気がするのですけれども、しかし、地
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域福祉は制度によるサービスを利用するだけではなく、地域の人とのつながりを大切にし、お

互いを助けたり助けられたりする関係や、その仕組みをつくっていくことだとも言われていま

す。

そこで、１番の目配り、気配りのところで、サロン活動ですね。どこの町内でも今活発に

行って交流の場が広がってきて、とてもよいことだなとは思います。ただ、引きこもりの心配

は高齢者には限らないのではないかなと、若い人でも近くに知っている人がいないですとか、

あと町内会の行事に本当は出てみたいのだけれども、一人でぽつんと行くのはちょっと勇気が

要るのかなということで、結局町内とのかかわりを余り持てずにいるという方も若干いらっ

しゃるというような気もします。

そこで、町内会や自治会などと連携をとって若い世代、若年層というのですか、そういった

方が集まれるようなそういったサロンをつくっていくような取り組みも必要ではないかなと思

うのですけれども、いかがでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） どうしてもおっしゃるとおり、当市の場合は高齢化率が高い

ので、高齢者に目が行ってしまうというのはそのとおりだと思います。ただ、サロン活動は

おっしゃるとおり、やはり子供から、若い世代から、いろいろな交流の場としてやっていくの

が一番理想な形であると考えております。

ただ、若い世代の方が集う時間というのも、やはり夜であったり、いろいろなパターンがあ

ると思います。ただ、サロンの形もそれだけ各地で行われているのを見ますと、やはりいろい

ろなパターンがありますので、何とかそういう部分では当市のほうでもそういうサロン活動が

芽生えてきていただければ、非常にありがたいかなというふうには考えております。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） ぜひ、若い方たちにも日程の設定だとか、いろいろ問題はあると思

うのです。でも実際にやってみないと気づかない課題というのも沢山あるのではないかなとい

うふうに思います。

例えば、各町内ですとか、自治会なんかは割と若い世帯がたくさんいらっしゃる自治会や町

内会とかもあると思うので、どこかにモデル地区という形で。まずは取り組んでいただいて、

取り組みの中で次から次からいろいろな問題が出てくると思うので、それに対応してきなが

ら、次に続けていくような活動の取り組みというのも必要ではないかなと思うのですが、その

辺はいかがお考えでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 取り組みとしては、やはりそういうことも必要かなと思いま

す。ただ、このサロン活動も行政が中心となって開催していくというものでもございませんの

で、やはりその辺の働きかけをちょっとした何かＰＲもしながら、そういう動きが出るような

形の取り組みというのも必要かなと思いますので、その辺についてはどういう形で町内会です

とか、その地域におろしていくのがよいのかというのも、ちょっと考えながら対応していくの

も必要かなというふうには考えております。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。子育て世代の方とかはい

ろいろな親同士の交流の中で、いろいろな情報の交換もできますし、子供たちも親同士が仲良

く交流していると自然に子供同士も仲良くなるので、いじめの防止対策こういったことにもつ

ながってくるのかなというふうにも思います。
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また、子育て同士の情報交換ということで、例えば小学校から中学校にあがるときに制服が

必要になります。歌志内の中学校は通常はジャージ登校なので、卒業しても意外ときれいな状

態で皆さん制服を保管しているのかなという思いがあります。私もそうでしたが、知人に、も

う使わなくなった制服を譲っていただきました。ほかの人に聞いても、知人とか友人がいらっ

しゃる方は制服を譲ってもらったという話も聞きます。やはり知人とか友人が多い方は、そう

いったネットワークでいろいろな情報とかも入るのでしょうけれども、どうしても余り人との

交流がない人というのは、結局新しいものを買ってくると。

制服だけに限らず、自転車ですとかスキーの用具なんかも、子供が大きくなるとだんだん使

わなくなって、たくさん物置とかにしまわれている方もいると思うので、リユース可能なもの

は有効に使用するとごみの減量化にもつながってくると思いますから、ぜひ、こういった情報

の交換、若い人たち同士の交換会というのもどこかでやっていただきたいなというふうに思っ

ているのですが、いかがでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） サロンの中で、そういうお話し合いが若い方が集まってでき

ていけば、それも一つの有効な情報交換になるというふうには思います。ただ、サロン活動の

中でそういうサロンが、どういう団体でどういうきっかけでできていくかというのが、やはり

情報交換の中で団体が集まっていくとか、そういうものができていけば、非常に有効かなとい

うふうには思います。

先ほども申し上げましたけれども、高齢者だけでなくてそういう世代の方が集まれるよう

な、そういうようなサロンができてきてもらえればなというふうには考えております。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） ぜひ、各町内会や自治会の方とか、あとは社会福祉協議会、いろい

ろな団体の方と連携をとって、ぜひこういった活動の場もつくっていただけるようにしていた

だきたいと思います。

あと続きまして２のお互いさまと言えるまちづくりのところの福祉の学習会、こちらのほう

に私もこの講演会へ行かせていただいて、なるほどなと思ったこともありました。ただ講演会

に参加して、とてもいい話を聞いても、ただ聞くだけではもったいないのかなという気もしま

したので、昨年講演会の後に講演内容について、歌志内でもこんなことならできるのではない

かなとか、こういうことは参考になったので少し調べてみようかなどの動きとかというのはな

かったのでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 残念ながら、そういうような直後に例えば会議をやったりと

か、そういう部分ではなかったので、講演会に対する評判というか批評というか、そういう面

では今おっしゃったように、いい話というだけで終わっているところでございます。

ただ、今後においては、そういうものを講演会の後に、内容をＰＲできるような形というの

も考えていかなければならないかなというふうには思っております。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） ことしはまだ講演会などの日程は決まっていないということなの

で、ぜひまたこういう機会があれば、その後全員でなくて何人かででも、きょうの話はどう

だったみたいな、そんなようなことを話し合われて講演会が、またどんどん次に続いていくよ

うにしていただきたいなというふうに思います。せっかくすばらしい話を聞いても次につなげ

ていかなければ、本当にもったいないという気もします。
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あと福祉教育というところで、児童生徒が地域福祉活動を通じて、自分たちの地域を改めて

見つめ直し、愛着を持ってまちの未来への夢や希望を共有できるよう福祉教育を推進というふ

うにありますけれども、今まで実際に取り組まれたこととかがあれば教えてください。また、

今年度何かお考えがあれば、教えてください。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 今、現在、福祉教育という部分では、社会福祉協議会のボラ

ンティアセンターが中心になって、毎年清掃ですとか、そういうボランティア活動を行ってい

るというのが中心ではないかなというふうには考えております。

今年度につきましては、小学校と中学校で、ボランティアの話をする講演というのを企画し

ておりますので、７月と１１月に小学校では７月、中学校では１１月にそれぞれボランティア

ということでお話をする機会をいただきまして、子供たちにそういう福祉に関するお話を聞く

場を設けさせていただくこととしております。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） わかりました。

あと社会福祉協議会の活動の中で朗読ボランティア、これ何か前に会報かなんかで人がいな

いので募っている場面があったのですが、中学生とかならこういうこともできるのではないか

なというふうに思うのですけれども、学生とかは無理なんでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 学生でも無理ではないと思います。ただ朗読する時間帯と

か、その辺の調整が必要かなと思いますので、その辺可能かどうかは社会福祉協議会のほうに

も話をしてみますので、その辺については、もし中学生がそういうことでかかわってくるとい

うことであれば、輪が広がっていくということになるかなというふうには思います。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） ぜひ中学生とか高校生の中でも、ボランティアということに対して

は興味を持っている子供たちがいると思うので、そういった子供たちが参加できる場があれ

ば、どんどんどんどん情報を広げていってあげて参加させて、活動していただきたいなという

ふうに思います。

続きまして、③のイ、安心のまちづくり、住宅関係なんですけれども、昨日の市長の答弁の

中で、シルバーハウジングのことについては、今建設に向けて進めていますというお話があっ

たのですが、どのぐらいの規模でお考えなのでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） シルバーハウジングにつきましては、今年度に住生活基本計画と

いうものを立てるわけでございますが、間もなくその委託業務を発注する段取りになっており

ます。その中で、市民ニーズとかそういったアンケート調査も含めながら、また、ワーク

ショップも含めながら、職員あるいは市民の代表の方、そういった検討会議の中でいろいろ

練っていきたいなというふうに考えております。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） では、具体的に何棟というようなことは、まだ全くないというこ

と、真っ白なのですね。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） はい、そのとおりでございまして、今、東光と神楽岡２棟ござい

ますが、あとどの辺にどれだけ必要だというのは、今後のそういう計画の中で詰めていきたい
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というふうに考えております。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） わかりました。

希望する方が全員シルバーハウジングに入れるようにしていただきたいというふうには思い

ます。また、シルバーハウジングには援助員さんが住まわれるので、援助員が住むということ

は雇用にもつながってくると思いますので、とても喜ばしいことかなというふうに思います。

あと誰もが安心して住み続けることができる住まいづくりということで、現在の公営住宅と

改良住宅はかなり老朽化しているのですが、雨漏りしましたとか、床が落ちそうだとかという

修繕の問い合わせというのは、どのぐらいあるのでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 苦情の全体の中で何パーセントという数字は今持ち合わせており

ませんが、昨年、ことしは非常に多いです。それは昭和５２年、５３年あたりの住宅から昭和

５６年ぐらいまでの間の住宅、これについてはやはり３０年たっておりますので、床が落ちる

とか、あと屋根がやはり横風、昨日の風で三・四件ぐらい苦情ありましたけれども、垂直に降

る雨でなくて風が伴う場合、やはりその連結の部分が弱くなっている部分がございまして、そ

ういうところからの雨漏りがございます。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） そういった屋根を直すのというのはすごく難しいと思うのです。そ

れで私の住んでいるところも雨漏りしまして、冬の間大変な目に遭って、また、先月ぐらいに

お向かいの方が雨漏りしているからって、お宅は大丈夫といって来てくれたのですけれども、

もう雨が降ると雨漏りするのではないかと思って、心配で心配でいられないというような話も

聞きます。応急措置みたいなことで直してはいただくのですけれども、結局多分屋根とかどこ

か大きいところに原因があるので、また雨漏りするのですよね。どのぐらいになったら、大本

の原因を直すのはどのぐらいの被害があったらというのはあるのでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 屋根の鉄板の厚さは０.３５ミリから０.４ミリで非常に薄い構造

になっております。通常そのまま塗装を７年から１０年、あるいは１５年ぐらいまでは大丈夫

だということを言われておりますが、その中で一度塗ればいいのですが、どうしても雪が落ち

ない場合、鉄製のスコップで落とす場合がございます。そのときに傷めるケースが非常に多く

て、１０円玉を真上から見たような切り傷みたいな、そういう部分の傷が非常に多くて、そこ

から雨漏りするのがいちばん多いかなと思います。

したがいまして、そこにはコーキングとか、そういうことを施すのですが、それ以外には、

薄くなった部分は極力吹きかえというものをやっていきたいなというふうに考えております

し、ことしも中村地区で、もうどうしようもなく２棟の住宅の屋根を吹きかえるということに

なっております。

今後その辺の状況を見ながら、今、文珠本通りで無落雪をやっておりますので、こういった

部分も今後ふやしていこうかなという考えではいます。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） わかりました。

また別の団地に住んでいる方なのですが、雨漏りして直してもらっているのだけれども、や

はり原因を直さないと、また雨漏りするよっというふうに言われて、たまたま広報に高台の新
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しい住宅が出てたので、住みかえたいなと思って問い合わせか役所に行ったのか聞き忘れまし

たが、住みかえできないと言われてすごい落ち込んでいたのですけれども、これ住みかえとい

うのは何か条件が発生するのですか。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 住みかえの場合は家族の構成人数がふえたとか、子供が生まれた

とか、また高齢で２階にも住めないとか、そういった何点かの条件がございますので、単純に

同じ条件で違うところに住むというのは、なかなか困難ということになっておりますので、も

し住みかえ希望であれば、一度窓口に来ていただいて、その理由を述べていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） わかりました。伝えておきます。このまま住みかえできなくて屋根

も直らないのだったら、よく皆さんが言うのですけれども、新しい団地がよそのまちにできた

ら引っ越すかもしれないとか、そういったことも言っていたので、何とかならないのかなとい

うふうに思いましたので、もしそういう方、多分ここに住んでいたけれども、もう子供が高校

に行くのだったらバス停の近くに行きたいだとか、いろいろな生活環境というか子供が大きく

なるにつれて変わってくると思うので、そういった住みかえたいなと思っている方もいると思

うので、その辺は何かもっと優しい対応ができるようにしていただきたいなと思います。

次、ロのところなのですが、災害時に要援護者名簿というものは整っているのでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 西丸消防長。

○消防長（西丸強君） 先ほど保健福祉課長の答弁を聞き漏らしたのですが、災害弱者ネット

ワークについては既に構築済みでございます。

その経緯につきましては、平成１８年１２月に中村中央団地の市営住宅が燃えて、それを契

機に情報を共有したらできるのではないかということでネットワークを構築しております。そ

の中で、現在７３名の方が災害弱者として登録し、災害時の優先順位を定めているというとこ

ろでございます。

今後は、ネットワークの情報を福祉計画に、これを生かしてつくってくれるというふうには

思っております。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） わかりました。

では、このネットワークを構築されて、いろいろな名簿とかもつくられると思うのですが、

それを持っている方というのは市役所、消防、あとは地域の民生委員さんとか、そういった方

たちになるのでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 西丸消防長。

○消防長（西丸強君） 持っているのは消防、保健福祉課、建設課でございます。これはまだ

内部情報でございますので、市民の地域の方が持つということにはまだなっておりません。こ

れは市の防災計画にも、これから盛り込むことになると思います。その後に地域の皆さんにこ

ういう方を登録していると、そして災害時に情報を収集したり避難の誘導の手助けもしてもら

うと、そういうことになるのだと思っております。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） わかりました。

続きまして④の基本目標６、相談しやすい環境づくりという点で聞きたかったのですが、や
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はり相談に行く人というのは市役所のほうに行く方が結構多いのかなと、あと直接尋ねるとし

たら。市役所は限られたスペースでお仕事されているので、相談も意外とオープンな場所でし

なければいけないような状況もあって、話をしていてちょっと恥ずかしいなと思うようなこと

もあるのですが、相談室というのは今何カ所ぐらいあるのでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 保健福祉課には１室整えております。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） わかりました。人に聞かれたくない、そういった方は担当の方が多

分判断されて個室に招くとかというふうにはしていただいているとは思うのですが、やはり私

たちとか別に恥ずかしくはないような人でも若干恥ずかしいようなこともあるので、何か場所

がないのでどうしようもないとは思うのですが、何か考えていただきたいなというふうには思

います。

あと同じく④の目標のイのほうなんですが、これ福祉計画の中で、地域福祉計画策定委員会

の活動というものがあったのですが、これは毎年毎年何回ぐらいか開かれているのでしょう

か。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 昨年は３回開催しております。その中で、例えばサロン事業

ですとか、例えば最終にそのやった年の内容の評価ですとか、そのようなものを含めて開催し

ております。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） わかりました。

あと市民会議の設立については、どのような状況になっていますか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 計画の中では、そういうような市民会議を設立を検討しとい

うことになっておりますが、現段階ではその市民会議というところまでは至っておりません。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） わかりました。

続きまして、⑤の市民の不便さをなくすというところで、雪に負けない環境づくりというと

ころなのですが、高齢の方にいろいろお話を聞きますと、ほとんどの方が冬の除雪が大問題な

のだということをおっしゃいます。

数年前まで元気に除雪機を使って雪をなげていたのだけれども、年を取ると除雪機を使うこ

と自体が無理になってくるというようなことも聞きます。

それで、先ほどヘルパーさんの数だとか、状況とかいろいろ聞いたのですが、ヘルパーさん

は毎年このぐらいの数で作業をされているのかということと、人数的には足りているのかどう

か、その辺をお聞かせください。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 大体このような数字でヘルパーの数は推移しております。た

だ、利用者も今のところ、申し込みも大体同じような数で推移しておりますので、現在のとこ

ろは均衡が図られているというような状況でございます。ただ、地域によっては出向いていか

なければならないとか、いろいろな問題もありますけれども、現状は今の段階ではバランスが

とれているということでございます。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。
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○７番（本田加津子君） わかりました。

あとロの部分の買い物・通院に困らない地域づくりに向けてということで、これ移動手段に

ついては定例会ごとに各議員のほうからもいろいろ質問が出ていて、やはり公共交通手段があ

るので難しいというお答えをいただいているのですが、でもこのままにしておくと、とても大

変な問題なのかなと。

例えば乗り合いタクシーについては、何人かで乗って同じ目的の例えば砂川に行く、砂川に

行くまでに何カ所か降車できる場所をつくるとか、そういった何か工夫をしながら一度やって

みないと、そぐうかそぐわないかというのもわからないのかなと思うのですが、そのことにつ

いてはどのようにお考えか、お聞かせください。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 非常に難しい問題でありますので、乗り合いタクシーが受け

手側の会社のほうもありますし、それが実際的にできるのかどうかも含めて、今後も御答弁申

し上げましたけれども、いろいろ研究しながら対応していきたいなというふうに考えておりま

す。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） 早急にはいろいろ動き出すには難しいということなので、先ほど伺

いました外出支援サービス事業の拡大や、新たな支援の方策を研究していきたいということな

のですが、何か具体的にお考えになっているようなことはあるのでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） まだ具体的にはどうするというのは話し合っておりませんけ

れども、現状、要介護３、要介護５という方々を対象にしながら行っております。

ただ、それを例えば要介護１からにしたらいいのかとか、またあと年齢の部分でそういう、

例えはもうちょっと年齢を上げて行き渡るようにしたらいいのかとか、その辺について今後に

ついて研究してまいりたいなというふうに思います。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） わかりました。

やはり高齢者の立場に立って、行きたいところに行けない、タクシーに乗りたいけれどもタ

クシー代は結構高いということもいろいろ聞こえてきますので、みんながみんなよくなるとい

うことはとても無理だと思うのですが、大体の方が多少満足できるような、そういった取り組

みをどんどんどんどんしていっていただきたいなと思います。

あとは、これからのまちづくりというのは、子供から高齢者まで住民の誰もが住みなれた地

域の中で、心豊かに安心して暮らせるような仕組みをつくり、それを維持させていくことが求

められているのではないかと思います。そのためにさまざまな生活課題について、住民一人ひ

とりの努力、住民同士の相互扶助、公的な制度の連携で問題を解決していこうとする取り組み

が必要だと思うのですけれども、市役所としてはどのようなことに重点を置いて、この問題に

ついて推進していくのかお聞かせください。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 地域福祉計画の部分でも、地域福祉計画をつくる段階からい

ろいろと策定委員の皆さんとか、そういう中で福祉について話し合う、また、勉強し合う機会

というのを設けております。

今後においても、その福祉について市民の皆様の間で話題にしていただきながら、それぞれ

が考えていくという機会をできるだけ設けて、福祉について考えていただくというのが重要に
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なってくるかなと思います。

加えて、やはり行政だけでは限界があるというのもありますので、地域の皆様と一緒になっ

て、それらについて考えていく体制というのをつくっていければなというふうには考えており

ます。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） わかりました。

ぜひ小さくても住んでいてよかったと、市民が声をそろえて言えるようなまちづくりを目指

していっていただきたいと思います。

それでは、件名２の社会教育の推進の②のスキーを青少年に奨励しということなのですが、

今いろいろなイベントだとか、スキー連盟さんと連携してというふうな取り組みを行って、ス

キーを子供たちに奨励していきたいということだったのですけれども、やっぱり市民にとって

気軽に行ける距離には神威岳スキー場があるのですが、料金が高いのでなかなか行けないとい

うような話も聞こえてきます。

家族４人で一日券を買ったら１万円を超えるか超えないかぐらいの金額になるので、そうな

ると余りスキーには行きたいけれども行けないというような方もいらっしゃいます。

そこで、シーズン券を市民割引きのようなものの特典ということがあると、購入する家庭も

ふえてスキー場へ足を運ぶ方もふえるのかなと思うのですが、そのようなサービスを提供する

ことが可能かどうか、お聞かせください。

○議長（山崎数彦君） 暫時休憩いたします。

午後 １時５５分 休憩

────────────────

午後 １時５６分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

佐藤教育次長。

○教育次長（佐藤守君） 議員の御質問は、子供方に教育的な部分、教育委員会としてシーズ

ン券を何らかの形でということですか。指定管理者で運営を行ってますので、ちょっとシーズ

ン券となりますと、御質問の意図がどちらでとっていいのか、教育委員会としましては、小中

学校のスキー授業、これらに関しては無料の形をとっていただいておりますが、ちょっとシー

ズン券をどのように、教育委員会サイドで負担をするといいますか、観点から行うのか、それ

とも運営事業者のほうでそれを取り入れていただきたいのかという、こちらのほうではどちら

の御質問になるかによってお答えが、申しわけございません。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） 申しわけございません。

神威岳スキー場は６月に超早割ですとか、早割といったシーズン券の格安販売を行っている

ようなので、それとはまた別として、歌志内に住んでいるメリットと言ったら変ですけれど

も、せっかく歌志内に住んでいるのであれば、スキー場のシーズン券を買ったら幾らかキャッ

シュバックと言ったら変な言い方ですけれども、そういった特典があればシーズン券を買う人

がいるのかなというふうに思って、歌志内市としてはどうなのかなと思って聞きたいと思いま

した。

○議長（山崎数彦君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） スキー場の管理者としてのということでございますが、今、議員

おっしゃられますように、スキー場ではシーズン券として、シーズン券の早割というふうな形
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で、ことしも６月１日から１０月３１日までの間早割の期間、早割ということで一定の割引き

を行っているところでございます。それ以外の部分で、今、市民の特典ということに関しまし

ては、現状それはないというふうに考えております。

ただ、若干特典ということにはならないのかもしれませんけれども、その期間が若干１０月

３１日までという部分が、その後若干ずれても、市民に関しては融通性は持っているような、

そういう話は聞いたことがございます。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） わかりました。早割とか超早割は、私も調べたのですけれども、何

かキャンセルがあっても払い戻しができないとか、そういった何か条件がついていたので、早

く６月いっぱいに買っても、冬に滑れなくなったりしたらというのがあったので、その辺につ

いてはわかりました。

最後の③のプールと体育館のことだったのですが、プールについては昨日、川野議員の質問

に対しての答弁を聞きましたので、今年度の考えは理解することができました。

あと体育館ですね、照明を取りかえてということで、ことしも当面そのままで利用するとい

うことなのですけれども、照明のほかにここも取りかえなければいけないとか、ここは直した

ほうがいいというところは、今のところはないのでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 杉山主幹。

○教育委員会事務局主幹（杉山俊宏君） 現在私どもが聞いておりますのは、体育館におきま

してもトイレが全て和式であるので、洋式トイレを設けられないかという声は聞いているとこ

ろでございます。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） わかりました。昨日、下山議員の質問の中で子供たちの居場所をつ

くっていかなければならないというふうなお話もありました。

そこで、やはり体育館があれば放課後子供たちが体育館に行って走り回ると、そういうこと

ができる場所が意外ときれいなところで子供たちも利用しやすいのであれば、道の駅に集まっ

て騒いで大人に怒られたりとか、そういったことも少しなくなるのかなというふうに思うの

で、やはり体育館、市営プールは、今後のあり方について段階的にというお話もあったので、

体育館にしてもやはり結構段差とか、入り口とかも階段がぐちゃぐちゃとなっていたりするの

で、そういったところからも直していって、子供たちの居場所の１カ所というふうなとらえ方

ができるような場所になればいいなというふうに思うのですが、いかがお考えでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 杉山主幹。

○教育委員会事務局主幹（杉山俊宏君） 体育館やプールにつきまして、現在教育委員会で検

討をしていますことは、まずは、現在の施設はいろいろな人からや、私どもも老朽化してもう

利用の限界が近いというふうには思っておりますが、まだほかに先に決めていただかなければ

ならないまちづくりですとか、定住自立圏の協議とかがございますので、現在は優先して検討

しておりますことは、現在の施設を延命させるためにどういう手だてが必要なのか、そしてそ

の費用ということを、まずは検討しております。

そして、次に人口の推移や子供の数から、今後プールや体育館にどのぐらいの需要があるか

ということ、それから新たな施設を設けられる場合、設けられない場合とか、そのようなシュ

ミレーション的なことを現在教育委員会の中では学習しているところでございます。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） わかりました。ぜひ子供たちの遊ぶところがない、児童公園とかも
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狭いし、野球とかをやっていてもほかの小さい子に当たったりして危ないので、子供たちが伸

び伸びと遊べる場所を一つでも多くふやしていっていただきたいなと思いますので、よろしく

お願いいたします。

これで終わらせていただきます。ありがとうございました。

○議長（山崎数彦君） 本田加津子さんの質問を打ち切ります。

１０分間休憩いたします。

午後 ２時０２分 休憩

────────────────

午後 ２時１０分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

意見書案第４号から意見書案第８号まで

○議長（山崎数彦君） 日程第４ 意見書案第４号から日程第８ 意見書案第８号までを一括

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） －登壇－

意見書案第４号総合的、体系的若者雇用対策を求める意見書（案）、意見書案第５号地域包

括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書（案）、意見書案第６号中

小企業の事業環境の改善を求める意見書（案）、意見書案第７号鳥獣の捕獲促進体制強化の速

やかな実施を求める意見書（案）、意見書案第８号二○二○年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会に向けた環境整備及び地域における取り組みへの支援を求める意見書（案）、

以上５件の議案について、歌志内市議会会議規則第１３条の規定により、別紙のとおり提出い

たします。

本意見書案につきましては、お手元に配付しております内容により、関係機関に提出するも

のです。内容の趣旨説明については読み上げを省略いたしますが、地方自治法第９９条の規定

により意見書を提出いたしますので、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

──────────────────────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

総合的、体系的若者雇用対策を求める意見書（案）

若者を取り巻く雇用環境は、非正規労働者の増加の中で、中小事業者における離職率の高さ

や、若年層を恒常的・大量に雇用し、低水準・過酷な労働条件で労働を強いる「使い捨て」問

題や、１８０万人と言われるフリーターや６０万人のニートの問題など、雇用現場における厳

しい状況が続いています。

若者が働きながら安心して家庭を持つことができるようにすることは、少子化に歯止めをか

けるためにも極めて重要であり、政府においては、わかものハローワークや新卒応援ハロー

ワークなどにおける支援や、「若者応援企業宣言」事業、労働条件相談ポータルサイトの設

置、地域若者サポートステーションにおけるニート対策などに取り組まれているところです

が、それぞれの事業の取り組みが異なっており、関係機関において必ずしも有機的な連携が取

られている状況ではありません。
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安倍政権における経済対策により、経済の好循環が始まる中、新規学卒者の内定状況も好転

し、賃金上昇に取り組む企業が出てきている今、改めて、若者雇用対策を総合的かつ体系的に

推進するための仕組みを構築するため、政府において下記の対策を講じるよう要望します。

記

１ 若者雇用に係る総合的、体系的な対策を進めるため、若者雇用対策新法を制定し、若者本

人を支える家庭、学校、地域、国・地方の行政の責務を明確にし、緊密に連携して支援を

行える枠組みを整備すること。

２ 「若者応援企業宣言」事業について、中小企業等の認定制度として拡充し、認定企業の支

援措置を新設すること。また企業が若者を募集する際の情報開示を促す仕組みを検討する

こと。

３ 大学生等の採用活動後ろ倒しに伴い、新卒応援ハローワークにおける支援措置を強化する

こと。

４ 若者が主体的に職業選択・キャリア形成ができるよう、学生段階からのキャリア教育の充

実強化を図ること。

５ ニート等の若者の孤立化を防ぎ、自立に向けた充実した支援を行うことができるよう地域

若者サポートステーションの機能の強化を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。

平成２６年６月１３日

北海道歌志内市議会

提 出 先

内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書（案）

現在、本年度の診療報酬改定や国会における「地域における医療及び介護の総合的な確保を

推進するための関係法律の整備等に関する法律案」（地域医療介護総合確保法案）の議論によ

り、改めて地域包括ケアシステムの構築がクローズアップされているところです。

全国の自治体では、平成２７年度からの第６期介護保険事業計画の策定に向けて、いわゆる

２０２５年の姿を展望しながら、増高する保険料などに苦慮しながら取り組みを行っていると

ころです。

ついては、社会保障・税一体改革の円滑な進行のために、本年４月から引き上げられた消費

税財源を的確に活用しながら、全国の自治体のそれぞれの実情に応じて、国の積極的な支援を

図るよう、下記のとおり要望します。

記

１ 医療・介護・福祉の良質な人材を確保するため国家戦略として抜本的な対策を講じるこ

と。特に介護人材については、２０２５年に向けてさらに１００万人のマンパワーが必要

とされており、次期介護報酬改定に向けて的確な対応を行うこと。

また、外国人材の活用が議論されているが、現在の介護人材の社会的評価に与える影響を

十分考慮し、慎重な議論を行うこと。

２ 今回の診療報酬改定について、在宅訪問診療に係る改定が行われたが、市区町村の現場に

おいて集合住宅などへの訪問診療が大きな影響を受けることも想定されるため、改定の影

響について実態調査を行い、適切な対応を行うこと。
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３ 地方自治法の改正により創設される連携協約制度の活用など、広域行政上の取り組み事例

の周知など、市区町村への適切な情報提供に努めること。

４ 社会保障・税一体改革の趣旨に添い、平成２６年度に引き続き、消費税を財源とする財政

支援制度を拡充すること。また、本年度の基金については趣旨に添い、適切な配分に留意

すること。

５ 特養待機者５２万人という数字が発表されたが、特養入所者の重点化に伴い、自立した生

活を送ることが困難な低所得・低資産の要介護高齢者の地域における受け皿づくりについ

て、市区町村への支援を強化すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。

平成２６年６月１３日

北海道歌志内市議会

提 出 先

内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

中小企業の事業環境の改善を求める意見書（案）

今年の春闘の大手企業からの回答では、１３年ぶりに全体の賃上げ率が２％台となりました

が、景気全体を支え、地域経済を支える中小企業や非正規社員を取り巻く事業環境は依然厳し

いといえます。さらに、消費税８％引き上げに伴う駆け込み需要の反動減も今後予想され、対

応策を講じなければなりません。

国際通貨基金（ＩＭＦ）は３月、日本経済の成長に賃金上昇が不可欠だとする研究報告書を

発表し、中小企業や非正規労働者などの賃上げを「アベノミクス」の課題として挙げていま

す。実質的には、企業の収益力次第で賃上げの可否が左右されてしまうため、政府が掲げる

「経済の好循環」を実効的なものにするためには、中小企業の収益力向上に繋がる事業環境の

改善が求められます。

また、中小企業のうち８７％を占める小規模事業者が全国で３３４万社あり、有能な技術力

がありながら人材確保や資金繰りに苦しんでいます。事業の拡張に踏み切れない小規模事業者

の潜在力が発揮できるよう充実した成長・振興策も重要です。

本年は、経済成長を持続的なものにするため、成長の原動力である中小企業が消費税増税や

原材料・燃料高などの厳しい環境を乗り切れるよう、切れ目ない経済対策が必要です。政府に

おかれては、地方の中小企業が好景気を実感するため、以下の対策を講じるよう強く求めま

す。

記

一 中小企業の“健全な”賃上げ、収益性・生産性の向上に結び付くよう、経営基盤の強化策

及び資金繰り安定化策を図ること。

一 「小規模企業振興基本法案」を軸に国・地方公共団体・事業者の各責務の下で、円滑な連

携と実効性が高まる制度設計を図ること。

一 中小企業・小規模事業者においても重要な非正規労働者の正規雇用化を促すよう、キャリ

アアップ助成金などの正規雇用化策を更に周知するなど、従業員の処遇改善を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。

平成２６年６月１３日

北海道歌志内市議会
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提 出 先

内閣総理大臣、金融担当大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

鳥獣の捕獲促進体制強化の速やかな実施を求める意見書（案）

シカ、イノシシ等による自然生態系への影響及び農林水産業被害が深刻化する中、狩猟者の

減少・高齢化等により鳥獣捕獲の担い手が減少しています。

鳥獣の捕獲等の一層の促進と捕獲等の担い手の育成が必要との観点から、政府は今国会にお

いて、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を改正し、法律の目的に鳥獣の「保護」

だけでなく「管理」の定義を規定するとともに、「保護」と「管理」の施策体系の整理、指定

管理鳥獣に定められた鳥獣の集中的かつ広域的に管理を図る事業の創設、一定の条件下での夜

間銃猟を可能にする規制緩和、認定鳥獣捕獲等事業者制度の創設など、制度の抜本的な改正を

行います。（※今国会で成立予定）

法改正によって今後鳥獣の捕獲体制が強化されることになりますが、施行に当たっては、下

記事項について十分に留意して実施されるよう強く要望します。

記

１ 都道府県を越えて生息する鳥獣の保護・管理については、国が主導してより効果的な広域

対応を行うための仕組みを検討すること。

２ 市町村への鳥獣被害防止総合対策交付金の予算を拡充させるほか、新設される指定管理鳥

獣捕獲等事業が十分活用されるよう、実施計画を作成した都道府県に対し、財政支援を行う

こと。

３ 捕獲された鳥獣を可能な限り肉食等として活用するため、衛生管理の徹底による安全性の

確保や販売経路の確立、消費拡大への支援などを推進すること。

４ 本法では適用除外とされている海獣についても、適切な保護及び管理が図られていないよ

うな場合には、速やかに生息情報の収集を図り、除外対象種の見直しなどを行うこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。

平成２６年６月１３日

北海道歌志内市議会

提 出 先

内閣総理大臣、環境大臣、農林水産大臣、総務大臣、厚生労働大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた環境整備及び地域に

おける取り組みへの支援を求める意見書（案）

二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催は、さらなるスポーツの振興

や国際相互理解の促進のみならず日本全体が活力を取り戻し、地域経済や地域社会の活性化に

つながる好機としても期待されています。

国民の理解と協力のもと、大会成功に向けて環境整備を進め、地域での取り組みに対して支

援する必要性があることから、政府に対し以下の項目について強く要望します。

記

１ 各国代表選手の事前合宿の誘致、観光プログラムの実施などを通じて、日本全国に東京大

会開催の効果が波及するよう努めること。
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２ 共生社会の観点からオリンピック・パラリンピック両大会の連携に配慮しつつ、パラリン

ピック選手の国際競争力向上を図るための専用トレーニングセンターを新設するとともに、

スポーツを科学的に研究支援する施設の地方拠点を設けること。

３ 少子高齢社会にある我が国が、大会開催を契機にスポーツの持つ多様な効果を活用し、子

どもから高齢者まで健康で生きがいの持てる社会を構築できるよう、特に自治体が進めるス

ポーツを活用した「まちづくりや地域づくり」に対し支援を行うこと。

４ 海外からの玄関となる国際空港の機能拡充やアクセス強化に向けた交通インフラの整備、

ハード・ソフト両面にわたるバリアフリー環境の促進など、大会終了後も想定した我が国に

とって真に必要な社会基盤整備を計画的に実施すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。

平成２６年６月１３日

北海道歌志内市議会

提 出 先

内閣総理大臣、文部科学大臣、総務大臣、国土交通大臣

──────────────────────

○議長（山崎数彦君） 意見書案第４号総合的、体系的若者雇用対策を求める意見書（案）に

ついては、質疑及び討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

本件は、質疑及び討論を省略し直ちに採決することに決しました。

これより、意見書案第４号について採決をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、意見書案第４号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第５号地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書

（案）について質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 地域包括ケアシステム構築のための意見書案に対する反対討論を行いた

いと思います。

今、政府が実現させようとしている地域包括ケアは、高齢者、国民の住みなれた地域で最後

までの願いを逆手に取り、自助、互助の考えを基本に、医療や介護給付をできるだけ削り込む

ことが可能な脱施設、在宅偏重型のシステムとして設定しております。

この地域包括ケアは、社会保障と税の一体改革が打ち出した２０２５年の医療、介護の将来

像の柱として位置づけられ、国にとって安上がりで効率的な医療、介護提供体制に再編してい

く構想であり、その受け皿として位置づけられております。

また、今意見書案の根本には、介護・医療総合推進法案があり、その整備につながるものと
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なり、地域・医療・介護保険サービスは根本からつき崩れるおそれがあるため反対したいと思

います。

○議長（山崎数彦君） 反対する議員の発言がありますので、賛成する議員の発言を求めま

す。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 意見書案第５号地域包括ケアシステム構築のための実情に応じた支援

を求める意見書案に対しまして、賛成の立場で討論をいたします。

この意見書は、既に本年４月から施行され実態となっております消費税の財源を活用いたし

まして、社会保障、医療、介護、福祉への国家戦略の対策として診療報酬改定の適正化、広域

行政上の適切な情報提供等々求める意見書であり、消費税増税分を適切な活用を訴えている意

見書と考えますので、賛成をいたします。

○議長（山崎数彦君） 賛否両論が出ましたので、これで討論を終わります。

これより、意見書案第５号について起立により採決をいたします。

ただいまの意見書案に賛成する議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山崎数彦君） 起立多数であります。

したがって、意見書案第５号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第６号中小企業の事業環境の改善を求める意見書案については、質疑及び討論を省

略し、直ちに採決したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

本件は、質疑及び討論を省略し直ちに採決することに決しました。

これより、意見書案第６号について採決をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、意見書案第６号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第７号鳥獣の捕獲促進体制強化の速やかな実施を求める意見書案については、質疑

及び討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

本件は、質疑及び討論を省略し直ちに採決することに決しました。

これより、意見書案第７号について採決をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、意見書案第７号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第８号二○二○年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた環境整備及

び地域における取り組みへの支援を求める意見書（案）については、質疑及び討論を省略し、

直ちに採決したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。
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本件は、質疑及び討論を省略し直ちに採決することに決しました。

これより、意見書案第８号について採決をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、意見書案第８号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第９号から意見書案第１１号まで

○議長（山崎数彦君） 日程第９ 意見書案第９号から日程第１１ 意見書案第１１号までを

一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） －登壇－

意見書案第９号過労死等の防止に関する総合的な対策を求める意見書（案）、意見書案第１

０号労働者派遣法改正及び労働時間上限撤廃など労働法制改悪に反対する意見書（案）、意見

書案第１１号集団的自衛権に関する憲法解釈の変更に反対する意見書（案）、以上３件の議案

について、歌志内市議会会議規則第１３条の規定により、別紙のとおり提出いたします。

本意見書案につきましては、お手元に配付しております内容により、関係機関に提出するも

のであります。内容の趣旨説明については読み上げを省略いたしますが、地方自治法第９９条

の規定により意見書を提出いたしますので、議決くださいますようよろしくお願い申し上げま

す。

以上でございます。

──────────────────────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

過労死等の防止に関する総合的な対策を求める意見書（案）

「過労死」が社会問題となり、「Ｋａｒｏｓｈｉ」が国際用語となってから四半世紀がたと

うとしています。過労死が労災であると認定される数はふえ続けており、過労死撲滅の必要性

が叫ばれて久しいものの、過労死は、「過労自死」も含めて広がる一方で、減少する気配はあ

りません。

まじめで誠実な働き盛りの労働者が過労死・過労自死で命を落としていくことは、我が国に

とっても大きな損失と言わなければなりません。

我が国では、労働時間などの規制のため、労働基準法、労働安全衛生法が定められており、

まずは、同法の適切な運用により事態の解決を図ることが先決であると考えますが、過重な長

時間労働を強いられることが現実にあり、また、本格的な少子高齢化社会の到来を踏まえる

と、女性の社会進出に伴う就労環境を整備するためにも、長時間労働が許容される社会的な風

潮を是正する必要もあります。

しかしながら、昨今の雇用情勢の中、労働者は、労働条件が厳しくても、使用者にその改善

を申し出るのは容易ではなく、また、個別の企業が、労働条件を改善したいと考えても、厳し

い企業間競争とグローバル経済の中、自社だけを改善するのは難しい面があります。個人や家

族、個別企業の努力だけでは限界がある以上、国が法律を定め総合的な対策を積極的におこ

なっていく必要があります。
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よって、国においては、過労死の実態把握に努めるとともに、過労死の防止に向けた総合的

な対策を行うことを目的とした法律を一日も早く制定されるよう強く要望します。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。

平成２６年６月１３日

北海道歌志内市議会

提 出 先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

労働者派遣法改正及び労働時間上限撤廃など労働法制改悪に反対する意見書（案）

現行労働者派遣法は、企業が同じ業務で派遣を使えるのは原則１年間、最長でも３年間に制

限されていますが、政府が閣議決定した労働者派遣法改定案は、派遣労働者を受け入れる期間

の上限を事実上とりはらい、３年ごとに人が交代すれば同じ業務をずっと派遣労働者に任せら

れるようにしています。

総務省の就業構造基本調査（２０１２年度）によれば、北海道の非正規雇用は約９５万６,

８００人で、１０年前と比べて１５万５,０００人も増加。この５年で４.６％増と異常な伸び

となっています。

派遣法改正案は、こうした増え続ける派遣労働者の正社員になる道を閉ざし、不安定雇用の

まま「生涯ハケン」を押し付けることになります。

政府の経済財政諮問会議と産業競争力会議の合同会議では、労働基準法で「１日８時間、週

４０時間」と定められている労働時間の上限を、実質的に取り払うことが提案されました。

国が労働時間の上限の基準を示すだけで、労使が合意すれば一般の社員でも労働時間規制の

対象外にできるというものです。どんなに長く働いても残業代はゼロとなり、同会議に出席し

た厚生労働大臣からも「労使関係では企業の立場が強い」と異論が出されたように、長時間労

働、「過労死」の蔓延にもつながり労働者の生活を根底から脅かすことになります。

政府においては、道内の不安定雇用をますます広がり北海道経済を深刻化させかねない、労

働者派遣法の改定、労働基準法の労働時間上限撤廃をおこなわないよう強く求めるものです。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。

平成２６年６月１３日

北海道歌志内市議会

提 出 先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

集団的自衛権に関する憲法解釈の変更に反対する意見書（案）

安倍晋三首相は、私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告を受け

て、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を夏に閣議決定し、秋の臨時国会で関連法

案を成立させようとしている。

政府は、従来から憲法第９条の下において認められる自衛権の発動としての武力行使につい

ては、①わが国に対する急迫不正の侵害があること、②この場合にこれを排除するために他の

適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、という３要件に該当

する場合に限られると解している。
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集団的自衛権については、「憲法第９条の下において許容されている自衛権の行使は、わが

国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃

を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであっ

て、憲法上許されない」としてきた。これが確立した政府解釈である。

集団的自衛権の憲法解釈の変更は、海外で戦争できる国づくりをすすめることであり、恒久

平和主義の憲法原理と立憲主義に反し、とうてい許されない。「戦争する国づくり」への不安

は急速に広がり、「集団的自衛権の行使容認」に関する世論調査（反対５１％・賛成２８％

「日経」、反対５５％・賛成２９％「朝日」）が示すように、圧倒的に「反対」が過半数を超

えている。

歴代の元自民党幹事長や内閣法制局長官らもそろって反対の論陣を張っているように、戦争

をする国づくりと国民との矛盾は、日増しに広がっている。

よって、歌志内市議会は、集団的自衛権に関する憲法解釈の変更に強く反対するものであ

る。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。

平成２６年６月１３日

北海道歌志内市議会

提 出 先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防衛大臣

──────────────────────

○議長（山崎数彦君） 意見書案第９号過労死等の防止に関する総合的な対策を求める意見書

（案）については、質疑及び討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

本件は、質疑及び討論を省略し直ちに採決することに決しました。

これより、意見書案第９号について採決をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、意見書案第９号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第１０号労働者派遣法改正及び労働時間上限撤廃など労働法制改悪に反対する意見

書（案）については、質疑及び討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

本件は、質疑及び討論を省略し直ちに採決することに決しました。

これより、意見書案第１０号について採決をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、意見書案第１０号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第１１号集団的自衛権に関する憲法解釈の変更に反対する意見書（案）について質
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疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、意見書案第１１号について、起立により採決をいたします。

ただいまの意見書（案）に賛成する議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山崎数彦君） 起立多数であります。

したがって、意見書案第１１号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第１２号から意見書案第１５号

まで

○議長（山崎数彦君） 日程第１２ 意見書案第１２号から日程第１５ 意見書案第１５号ま

でを一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） －登壇－

意見書案第１２号特定秘密保護法の廃止を求める意見書（案）、意見書案第１３号義務教育

費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数

改善・就学保障充実など２０１５年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見

書（案）、意見書案第１４号平成２６年度北海道最低賃金改正等に関する意見書（案）、意見

書案第１５号地方財政の充実・強化を求める意見書（案）、以上４件の議案について、歌志内

市議会会議規則第１３条の規定により、別紙のとおり提出いたします。

本意見書案につきましては、お手元に配付しております内容により、関係機関に提出するも

のです。内容の趣旨説明につきましては読み上げを省略いたしますが、地方自治法第９９条の

規定により意見書を提出いたしますので、議決くださいますようよろしくお願い申し上げま

す。

以上でございます。

──────────────────────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

特定秘密保護法の廃止を求める意見書（案）

国民の大半は、特定秘密保護法が国民主権と深く関わることから、慎重審議や反対を求めて

いたにもかかわらず、安倍政権は数の力を背景に強行採決するという暴挙に出ました。こうし

た政府の国民を軽視する姿勢や法律に対する疑念も払拭されていないことから批判も高まり、

各層・各地域から廃止を求める声が相次いでいます。

特定秘密保護法案は当初より、「行政機関の長」の判断で恣意的に「秘密」と指定でき、公

務員が秘密を漏洩した場合は最高で懲役１０年とし、民間人も罰則の対象とするなど、国民の

知る権利や言論や表現、報道の自由が侵害される危険性が指摘されていました。
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国会での審議が進むにつれて、修正や訂正が繰り返し行われても特定秘密の基準が極めて曖

昧で、期間も最長６０年として例外を設けるなど、行政機関の判断で国民の共有財産である情

報が永久に隠匿される可能性も明らかとなりました。罰則の範囲も、秘密の漏洩にとどまら

ず、取得行為、それらの未遂、教唆、扇動、共謀、過失による漏洩まで対象とするなど、社会

全体を萎縮させ、監視国家となる恐れも生じてきています。

第三者機関の設置についても、「独立した公正な立場で検証、監察できる新たな機関の設置

を検討する」として、国会答弁のなかでは内閣府に保全監視委員会や独立公文書管理監を設置

するとしましたが、あくまでも内部機関であり、チェック機関としての機能は疑わしいものが

あります。また、閣僚を指揮・監督する首相が第三者的に関与するなど、特定秘密への拡大解

釈の疑念は、深まるばかりです。

特定秘密の取り扱い業務を行う者に対する適正評価についても、本人や家族のプライバシー

に関することにまで及ぶなど、人権侵害さえ危ぶまれます。また、国会への特定秘密の提供の

是非は政府が判断するとされており、国会による「国政審査権」が十分に機能しない可能性も

あり、三権分立さえも脅かす恐れもあります。

このように特定秘密保護法は、人権を抑圧し、国家秘密を優先するなど、国民の権利を保障

し、国家権力を抑制するという立憲主義や民主主義を根底から覆す悪法であり、暗澹たる社会

に導くもので、決して認めるわけにはいきません。強行採決直後の道内報道機関の世論調査で

も、反対・慎重審議を含めると９割にも達し、いかに本法律が国民に支持されていないかが明

確です。したがって、衆参両議院での強行採決に抗議するとともに、国民の暮らし・基本的人

権・国民主権・平和主義を守るためにも、政府は国民の声を真摯に受け止め、「特定秘密保護

法」を廃止することを強く求めます。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。

平成２６年６月１３日

北海道歌志内市議会

提 出 先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防衛大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３０人以下学級」の実現を

めざす教職員定数改善・就学保障充実など２０１５年度国家予算編成における教育予

算確保・拡充に向けた意見書（案）

義務教育国庫負担制度は、標準的な教職員数の確保として国が責任を果たすものであり、へ

き地校などが多い北海道においては、教育の機会均等を保障する重要なものとなっています。

また、これは地域主権を脅かすものではなく、義務教育費国庫負担制度は地域主権を保障する

制度であり、義務教育に必要不可欠であることから、制度の堅持と「三位一体改革」で削減さ

れた負担率を１／３から１／２へ復元するなどの制度改善が極めて重要です。

今年度の政府予算では、少人数学級推進のための加配措置は少子化を理由に被災した児童生

徒への学習支援（１,０００人）を含む１,７０３人にとどまりました。さらに、生活保護費の

算定要素である「生活扶助費」を段階的に削減する政策を進めています。生活保護世帯は、全

道で１２万２千となっており、生活保護費の削減は、「就学援助」を受ける全道９万４千の子

どもたちにも影響を及ぼすおそれがあります。

教育現場においては、未だに地方財政法で「住民に負担を転嫁してはならない」としている



─ 142 ─

人件費、旅費をはじめ、校舎等の修繕費がＰＴＡ会計より支出されております。また、給食

費、修学旅行費、テストやドリルなどをはじめとする教材費など、保護者の負担が大きくなっ

ています。地方交付税措置されている教材費や図書費についても都道府県や市町村において、

その措置に格差が出ています。また、国庫負担率が、１／２から１／３になったことで、定数

内期限付採用や非常勤教職員が増加し、教職員定数の未充足などの状況も顕著になっていま

す。教職員定数の拡充は喫緊の課題であり、住む地域に関係なく子どもたちに行き届いた教育

を保障するためには、「教職員定数の改善」と「学級基準編制の制度改正」及び「３０人以下

学級」の早期実現が不可欠です。

これらのことから、国においては義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面負

担率１／２への復元など、下記の項目について地方自治法第９９条に基づき、教育予算の確

保・拡充、就学保障の充実をはかるよう意見します。

記

１．義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率を１／２に復元すること。

２．「３０人以下学級」の早期実現にむけて、小学校１年生～中学校３年生の学級編成標準を

順次改定すること。当面、「新たな教職員定数改善計画」を早期に実施すること。

また、住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障するために、複式学級の解消に必要な

教職員定数の改善及び必要な予算の確保を図ること。

３．子どもたちや学校、地域の特性にあった教育環境を整備し、充実した教育活動を推進する

ために、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置を実現すること。

４．給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消、就学保障の充実、図書費など国の責

任において教育予算の十分な確保、拡充を行うこと。

５．就学援助制度の充実に向け、国の責任において予算の十分な確保、拡充を行うこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。

平成２６年６月１３日

北海道歌志内市議会

提 出 先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

平成２６年度北海道最低賃金改正等に関する意見書（案）

地域最低賃金は、北海道の低賃金構造を改善し、「働く貧困層＝ワーキングプア」の解消の

ためのセイフティネットの一つとして最も重要なものである。

労働基準法第２条では、「労働条件の決定は労使が対等な立場で行うもの」と定めている

が、最低賃金の影響を受ける多くの非正規労働者やパートタイム労働者は、労働条件決定にほ

とんど関与することができない。

こうした中で、平成２０年「成長力底上げ戦略推進円卓会議」による合意と、平成２２年

「雇用戦略対話」において、「最低賃金は、できる限り早期に全国最低８００円を確保し、景

気状況に配慮しつつ、平成３２年までに全国平均１,０００円を目指す」との合意をした。こ

うした観点から北海道地域最低賃金はここ７年間で９０円引き上げられたが、審議会において

は引き上げ額のみが議論され、あるべき水準への引き上げができていない現状である。

既に、生活保護費とのかい離解消と合意した期間が過ぎ、全国で唯一逆転現象が解消されて

いないが、昨年の北海道地方最低賃金審議会において、本年度でかい離解消を図るという答申
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が出された。物価上昇局面にある中、賃金が上がらなければ働く方々の生活はより一層厳しい

ものとなり、ひいては北海道経済の停滞を招くことにつながり兼ねない。

賃金のナショナルミニマムを担う現在の地域別最低賃金は、高卒初任給等の一般的な賃金の

実態を十分に反映できておらず、北海道内勤労者の有効なセイフティネットとして十分に機能

しているとは言えない。地域別最低賃金を有効に機能させるためには、適正な水準への引き上

げや、事業所に対する指導監督の強化及び最低賃金の履行確保が極めて重要な課題となってい

る。

よって、北海道労働局及び北海道地方最低賃金審議会においては、平成２６年度の北海道最

低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。

記

１ 平成２６年度の北海道最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話合意に基づき早期に８

００円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均１,０００円に到達することができる審議

会運営を図るとともに、昨年、北海道地方最低賃金審議会が出した生活保護費とのかい離を

平成２６年度で解消するという審議会答申を十分尊重すること。また、景気回復と物価上昇

局面にある中、経済成長と所得向上を同時に推し進め、デフレ脱却と経済の好循環の実現に

向けて、適切な水準を確保するよう最低賃金の底上げを図ること。

２ 北海道内で最低賃金以下の労働者をなくすために、道内事業所に対する指導監督を強化

し、最低賃金制度の履行確保をはかること。

３ 最低賃金引き上げと同時に、中小企業に対する支援の充実と、安定した経営を可能とする

対策を行うよう国に対し要請すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。

平成２６年６月１３日

北海道歌志内市議会

提 出 先

北海道労働局長、北海道地方最低賃金審議会会長

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

地方財政の充実・強化を求める意見書（案）

被災地の復興、子育て、医療、介護などの社会保障、環境対策など、地方自治体が担う役割

は年々拡大しており、地域の財政需要を的確に見積もり、これに見合う地方交付税及び一般財

源総額を確保する必要があります。

また、経済財政諮問会議などで法人実効税率の見直しや償却資産に係る固定資産税の減税な

どが議論されていますが、公共サービスの質の確保をはかるためにも、安定的かつ地域偏在性

の小さい地方税財源を確立することが極めて重要です。

地方自治体の実態に見合った歳出・歳入を的確に見積もるためには、国と地方自治体の十分

な協議を保障した上で、地方財政計画、地方税、地方交付税のあり方について決定する必要が

あります。

公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行政運営を実現するため、２０１５年度の

地方財政計画、地方交付税及び一般財源総額の拡大にむけて、政府に次の通り以下の対策を求

めます。

記

１．地方財政計画、地方税のあり方、地方交付税総額の決定に当たっては、国の政策方針に基
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づき一方的に決するのではなく、国と地方の協議の場で十分な協議のもとに決定するこ

と。

２．社会保障分野の人材確保と処遇改善、農林水産業の再興、環境対策などの財政需要を的確

に把握し、増大する地域の財政需要に見合う地方財政計画、地方交付税及び一般財源総額

の拡大をはかること。

３．復興交付金については、国の関与の縮小をはかり、採択要件を緩和し、被災自治体がより

復興事業により柔軟に活用できるよう早急に改善すること。また、被災地の復興状況を踏

まえ、集中復興期間が終了する２０１６年度以降においても、復興交付金、震災復興特別

交付税を継続して確保すること。

４．償却資産にかかる固定資産税やゴルフ場利用税については、市町村の財政運営に不可欠な

税であるため、現行制度を堅持すること。

５．地方交付税の別枠加算・歳出特別枠については、地方自治体の重要な財源となっているこ

とから現行水準を確保すること。また、増大する地方自治体の財政需要に対応し、臨時的

な財源から、社会保障や環境対策などの経常的な経費に対応する財源へと位置付けを改め

ること。

６．地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、小規模自治体に配慮した階段

補正の強化、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握について、引

き続き対策を講じること。

７．人件費削減など行革指標に基づく地方交付税の算定は、交付税算定を通じた国の政策誘導

であり、地方自治、地方分権の理念に反するものであることから、このような算定を改め

ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。

平成２６年６月１３日

北海道歌志内市議会

提 出 先

内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財政大臣、経済財政政策担当大臣、経済産業大臣

──────────────────────

○議長（山崎数彦君） 意見書案第１２号特定秘密保護法の廃止を求める意見書案について、

質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、意見書案第１２号について起立により採決をいたします。

ただいまの意見書案に賛成する議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山崎数彦君） 起立多数であります。

したがって、意見書案第１２号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第１３号義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３０人以下学
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級」の実現を目指す教職員定数改善・就学保障充実など２０１５年度国家予算編成における教

育予算確保・拡充に向けた意見書（案）については、質疑及び討論を省略し、直ちに採決した

いと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

本件は、質疑及び討論を省略し直ちに採決することに決しました。

これより、意見書案第１３号について採決をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、意見書案第１３号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第１４号平成２６年度北海道最低賃金改正等に関する意見書案については、質疑及

び討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採決することに決しました。

これより、意見書案第１４号について採決をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、意見書案第１４号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第１５号地方財政の充実・強化を求める意見書案については、質疑及び討論を省略

し、直ちに採決したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採決することに決しました。

これより、意見書案第１５号について採決をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、意見書案第１５号は、原案のとおり可決されました。

意 見 書 案 第 １ ６ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１６ 意見書案第１６号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助

成の拡充を求める意見書（案）を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

梶敏さん。

○１番（梶敏君） －登壇－

意見書案第１６号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書（案）。

上記議案を、歌志内市議会会議規則第１３条の規定により、別紙のとおり提出いたします。

本意見書案につきましては、お手元に配付しております内容により、関係機関に提出するも
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のです。内容の趣旨説明については読み上げを省略いたしますが、地方自治法第９９条の規定

により意見書を提出いたしますので、議決くださいますようよろしくお願いいたします。

以上です。

──────────────────────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書（案）

わが国においてウイルス性肝炎、特にＢ型・Ｃ型肝炎の患者が合計３５０万人以上とされる

ほど蔓延しているのは、国の責めに帰すべき事由によるものであるということは、肝炎対策基

本法や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固IX因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者を救

済するための給付金の支給に関する特別措置法」、「特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の

支給に関する特別措置法」でも確認されているところであり、国の法的責任は明確になってい

る。

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されて

いるが、対象となる医療が、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスの減少を目的とした抗ウイルス療法であ

るインターフェロン治療とＢ型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助

成の対象から外れている患者が相当数にのぼる。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を

負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。

また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定（障害者手帳）の

対象とされているものの、医学上の認定基準がきわめて厳しいため、亡くなる直前でなければ

認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実

効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。

他方、特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時（平成２３

年１２月）には、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方

について検討を進めること」との附帯決議がなされた。しかし、国においては、肝硬変・肝が

ん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていない。

肝硬変・肝がん患者は、毎日１２０人以上の方が亡くなっており、医療費助成を含む生活支

援の実現は、一刻の猶予もない課題である。

よって、本議会は、下記事項を実現するよう強く要望する。

１ ウイルウス性肝硬変・肝がんにかかる医療費助成制度を創設すること

２ 身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態

に応じた認定制度にすること

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。

平成２６年６月１３日

北海道歌志内市議会

提 出 先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

──────────────────────

○議長（山崎数彦君） 本件については、質疑及び討論を省略し直ちに採決したいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採決することに決しました。
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これより、意見書案第１６号について採決をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、意見書案第１６号は、原案のとおり可決されました。

閉会中の継続審査の申し出について

○議長（山崎数彦君） 日程第１７ 閉会中の継続審査の申し出についてであります。

各委員長より、委員会において審査中の事件について、会議規則第１０６条の規定により、

お手元に配付のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。

お諮りいたします。

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしま

した。

閉 会 宣 告

○議長（山崎数彦君） これで、本日の日程は全部終わりました。

以上をもって、今期定例会の会議に付議された事件はすべて議了いたしました。

これをもちまして、平成２６年歌志内市議会第２回定例会を閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

（午後 ２時３１分 閉会）
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上記会議の顛末を記録し、その相違ないことを証するため、

ここに署名する。

歌志内市議会議長 山 崎 数 彦

署名議員 湯 浅 礼 子

署名議員 女 鹿 聡


